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！
宗
族
か
ら
み
る
陳
燗
明
の
地
方
自
治
政
策
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宮

内

肇

【
要
約
】
　
本
稿
は
、
近
代
中
国
に
お
け
る
郷
村
社
会
の
特
質
を
解
明
す
る
た
め
、
一
九
二
〇
年
代
初
頭
の
広
東
で
陳
燗
明
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
地
方
自

治
政
策
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
対
す
る
郷
村
社
会
の
反
応
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
広
東
で
は
明
清
期
を
通
じ
て
、
宗
族
を
基
盤
と
し
た
郷
村
構
造
が

形
成
さ
れ
、
清
宋
期
の
地
方
自
治
政
策
に
お
い
て
も
、
宗
族
を
単
位
と
す
る
自
治
団
体
の
設
立
が
見
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
宗
族
の
自
治
へ
の
関
心
は
、
陳

嗣
明
に
よ
る
地
方
自
治
政
策
の
一
つ
で
あ
る
県
議
会
議
員
選
挙
で
も
看
取
で
き
た
。
一
方
、
郷
村
社
会
で
は
、
新
文
化
運
動
の
影
響
を
受
け
た
若
年
者
が
、

郷
村
自
治
を
実
施
す
る
た
め
に
伝
統
的
な
宗
族
形
態
の
改
革
を
主
張
し
、
伝
統
的
宗
族
の
中
で
祉
会
的
地
位
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
老
成
者
と
対
立
し
た
。

こ
の
世
代
間
の
自
治
を
め
ぐ
る
意
見
の
糟
違
に
対
し
て
、
陳
聖
明
は
宗
族
の
共
有
財
産
で
あ
る
嘗
産
と
私
塾
の
改
良
政
策
を
通
じ
て
、
宗
族
と
い
う
枠
組

み
を
維
持
し
つ
つ
、
老
成
者
の
郷
村
あ
る
い
は
宗
族
内
に
お
け
る
影
響
力
を
抑
え
、
若
年
者
の
自
治
論
を
支
持
す
る
立
場
に
立
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
穴
巻
四
号
　
二
〇
一
三
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
は
一
九
二
〇
年
代
初
頭
の
第
二
次
広
東
軍
政
工
期
（
一
九
二
〇
年
十
漏
月
～
二
十
二
年
末
）
に
お
け
る
広
東
省
長
野
豊
明
に
よ
る
地
方
自

治
政
策
が
省
内
、
と
り
わ
け
県
及
び
郷
村
社
会
に
も
た
ら
し
た
影
響
を
検
証
し
、
同
時
期
の
広
東
郷
村
社
会
の
構
造
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
～
九
一
一
一
（
民
国
＋
）
年
元
臼
、
孫
文
は
南
京
臨
時
政
府
成
立
九
周
年
記
念
大
会
を
開
催
し
た
。
辛
亥
革
命
に
よ
っ
て
成
立
し
た
第
一
次
広
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東
軍
政
府
は
、
第
二
革
命
の
失
敗
に
よ
っ
て
約
七
年
の
問
、
雲
南
軍
閥
の
龍
済
光
・
広
西
軍
閥
の
陸
々
廷
に
政
権
を
奪
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
大

会
は
龍
・
陸
か
ら
政
権
を
奪
還
し
、
広
東
軍
政
府
の
再
建
を
記
念
す
る
と
と
も
に
、
中
華
民
国
正
式
政
府
の
建
設
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
わ
ゆ
る
第
二
次
広
東
軍
政
府
の
成
立
で
あ
る
。
そ
し
て
、
陳
質
券
が
孫
文
に
よ
り
広
東
省
長
に
任
命
さ
れ
、
省
内
行
政
、
と
り
わ
け
地
方
自

治
政
策
を
推
し
進
め
た
。

　
近
代
中
国
の
地
方
自
治
政
策
は
、
清
朝
煙
塵
の
光
緒
耳
垂
に
始
ま
る
。
広
東
省
で
は
高
官
を
歴
任
し
た
省
都
広
州
在
住
の
伝
統
的
広
東
紳
士

と
留
学
（
特
に
日
本
）
に
よ
り
近
代
西
洋
の
法
政
知
識
を
習
得
し
た
青
年
広
東
人
と
が
、
地
方
自
治
の
啓
蒙
活
動
を
目
的
と
し
た
広
東
地
方
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

治
研
究
社
（
以
下
、
「
研
究
社
」
と
略
記
）
を
設
立
し
、
そ
こ
へ
省
内
の
県
城
・
郷
村
を
活
動
の
場
と
す
る
地
域
エ
リ
ー
ト
が
参
加
し
て
い
く
中

で
、
地
方
自
治
の
風
潮
が
生
ま
れ
た
。
広
東
省
に
お
け
る
自
治
風
潮
の
特
徴
は
、
地
方
臨
治
に
参
加
し
て
い
っ
た
多
く
の
地
域
エ
リ
ー
ト
が
、

父
系
出
自
を
統
制
し
、
祖
先
祭
祀
を
行
う
祖
廟
（
祠
堂
・
宗
祠
）
の
建
設
、
子
孫
へ
伝
承
す
る
族
譜
（
家
譜
）
の
作
成
、
族
人
子
弟
へ
の
教
育
と

救
済
を
目
的
と
し
た
義
荘
（
義
田
・
祭
田
）
の
管
理
を
通
じ
て
、
同
族
を
維
持
発
展
さ
せ
る
血
縁
集
団
で
あ
る
宗
族
の
代
表
者
で
あ
っ
た
こ
と

　
　
⑤

で
あ
る
。
広
東
省
を
含
む
中
国
東
南
地
域
の
郷
村
社
会
は
、
統
治
体
制
が
県
レ
ベ
ル
ま
で
に
し
か
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
前
近
代
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

宗
族
が
郷
村
あ
る
い
は
地
域
社
会
で
様
々
な
慈
善
活
動
や
地
方
行
政
の
　
端
を
担
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
、
宗
族
の
代
表
者
で
あ

っ
た
多
く
の
地
域
エ
リ
ー
ト
が
自
治
運
動
に
参
与
し
、
県
レ
ベ
ル
の
自
治
団
体
は
県
内
の
有
力
宗
族
の
代
表
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
郷
村
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ベ
ル
で
は
郷
村
内
の
各
宗
族
の
代
表
者
に
よ
っ
て
「
宗
族
自
治
団
体
」
が
設
立
さ
れ
た
。
は
な
は
だ
し
い
場
合
に
は
、
行
政
区
画
に
依
拠
せ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

い
く
つ
か
の
同
姓
村
の
連
合
に
よ
っ
て
自
治
団
体
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
辛
亥
革
命
後
、
広
東
で
は
革
命
政
権
と
軍
閥
政
権
と
の
抗
争
に
よ
り
、
不
安
定
な
政
治
状
況
が
続
い
た
が
、
そ
の
間
に
あ
っ
て
も
第
｝
次
広

東
軍
政
府
及
び
第
二
革
命
後
の
龍
済
光
政
権
で
は
、
清
末
以
来
の
地
方
自
治
政
策
が
継
続
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
宗
族
を
基
盤
と
す
る
自
治
団
体

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

も
陸
続
と
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
は
辛
亥
革
命
後
の
各
政
権
が
郷
村
社
会
に
対
す
る
統
治
基
盤
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
郷
村
統
治
に
対
す
る
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

効
な
政
策
を
打
ち
出
せ
ず
に
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
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さ
て
、
本
稿
の
考
察
対
象
で
あ
る
第
二
次
広
東
軍
政
府
の
地
方
自
治
政
策
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
陳
洞
明
が
掲
げ
た
「
輿
人
治
興
」
（
広
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

人
に
よ
る
広
東
統
治
）
の
精
神
の
も
と
、
住
民
選
挙
に
よ
っ
て
曹
長
と
県
議
会
議
員
と
を
選
出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
県
長
の
民
選
は
中
国

史
上
初
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
陳
姻
明
の
政
治
手
法
や
思
想
に
対
し
て
は
、
陳
が
省
内
統
治
を
優
先
し
、
「
国
父
」
孫
文
が
主
張

し
た
護
法
・
北
伐
に
反
対
し
て
最
終
的
に
反
旗
を
翻
し
た
こ
と
に
よ
り
、
革
命
史
観
あ
る
い
は
国
民
党
史
観
の
も
と
で
は
否
定
的
評
価
が
下
さ

　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
一
九
八
○
年
代
以
降
、
こ
れ
ら
の
歴
史
観
か
ら
離
れ
、
陳
の
個
々
の
政
策
が
再
評
価
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
、
先
述
し
た
住
民
に
よ
る
延
長
・
県
議
会
議
員
選
挙
の
実
施
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
塩
出
浩
和
氏
は
陳
燗
明
の
地
方

自
治
政
策
を
社
会
の
近
代
的
再
編
と
し
て
と
ら
え
、
県
長
民
選
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
の
、
中
国
史
上
初
の
県
レ
ベ
ル
に
お

け
る
首
長
選
挙
と
し
て
肯
定
的
な
評
価
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
選
挙
は
省
民
の
要
求
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
、
陳
飼
明
を
「
軍
閥
的
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

心
」
の
観
点
の
み
で
と
ら
え
る
こ
と
に
否
定
的
な
見
解
を
示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
同
時
期
に
関
す
る
研
究
は
、
取
り
上
げ
る
論

題
に
関
わ
ら
ず
、
常
に
国
家
統
合
の
た
め
に
は
省
内
の
統
一
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
陳
姻
明
と
何
よ
り
も
国
家
統
合
こ
そ
が
優
先
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
孫
文
と
の
政
治
的
対
立
に
関
心
が
集
中
し
て
き
た
。

　
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
対
し
、
本
稿
の
視
角
は
、
陳
姻
明
の
地
方
自
治
政
策
か
ら
陳
の
政
治
性
を
解
明
す
る
の
で
は
な
く
、
地
方
自
治
政
策

の
郷
村
社
会
や
そ
の
基
盤
で
あ
る
宗
族
へ
の
影
響
を
考
察
し
、
当
時
の
広
東
郷
村
社
会
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
本
論
に
入
る
前
に
、
本
稿
が
広
東
省
を
対
象
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
前

半
に
お
け
る
郷
村
社
会
と
そ
の
指
導
者
で
あ
っ
た
地
域
エ
リ
ー
ト
に
関
す
る
近
年
の
研
究
と
し
て
、
プ
ラ
セ
ン
ジ
ッ
ト
ー
ー
ド
ゥ
ア
ラ
（
牢
器
Φ
亭

葺
O
轟
夕
露
は
、
華
北
地
域
を
取
り
上
げ
、
伝
統
的
な
郷
村
社
会
に
お
け
る
様
々
な
組
織
シ
ス
テ
ム
と
権
力
運
用
の
各
種
規
範
か
ら
構
成
さ

れ
る
「
カ
ル
チ
ャ
ー
ネ
ク
サ
ス
（
O
梓
川
什
¢
「
Φ
　
部
Φ
×
偉
ω
）
」
に
よ
っ
て
、
自
己
の
権
威
を
確
立
し
て
い
た
郷
村
の
指
導
者
は
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
、

陸
続
と
引
退
し
、
そ
れ
に
替
わ
り
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
社
会
背
景
を
有
し
た
「
別
の
タ
イ
プ
の
人
物
」
が
郷
村
統
治
に
携
わ
る
よ
う
に
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

彼
ら
は
物
質
的
な
利
益
を
求
め
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
と
分
析
し
て
い
る
。
ま
た
、
王
事
明
氏
は
湖
南
省
を
分
析
対
象
と
し
て
、
伝
統
的
紳
士

78　（568）
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の
文
化
的
身
分
の
弱
体
化
に
と
も
な
い
、
紳
士
の
地
域
社
会
に
お
け
る
公
益
性
が
衰
え
、
「
幽
門
（
G
o
魯
。
訂
『
ぬ
Φ
葺
蔓
）
」
が
「
権
帥
（
℃
。
≦
①
雫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ゆq

ｳ
再
話
）
」
に
変
化
し
た
と
論
じ
た
。
両
氏
の
研
究
は
、
一
九
二
〇
年
代
を
郷
村
社
会
内
の
価
値
観
と
そ
の
指
導
者
の
性
質
と
が
変
化
す
る
時

期
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、
一
九
二
〇
年
代
の
華
北
・
華
中
地
域
で
見
ら
れ
た
郷
村
指
導
者
の
性
質

的
変
化
が
、
果
た
し
て
華
南
地
域
に
お
い
て
も
存
在
し
た
の
か
、
存
在
し
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
ら

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
時
期
の
中
国
基
層
社
会
を
総
体
的
に
と
ら
え
る
事
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。

　
同
時
期
の
広
東
に
お
け
る
宗
族
に
関
し
て
、
塩
出
氏
は
宗
族
に
よ
る
選
挙
活
動
を
指
摘
し
て
は
い
る
も
の
の
、
陳
燭
明
の
地
方
自
治
政
策
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

郷
村
あ
る
い
は
宗
族
に
対
し
て
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
ま
で
は
考
察
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
国
民
党
史
観
か
ら
の
陳
五
明
に
関
す
る
研

究
に
お
い
て
も
、
宗
族
の
影
響
力
に
言
及
し
た
も
の
や
、
当
時
の
郷
村
社
会
に
お
け
る
地
方
自
治
論
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
は
管
見
の
限
り

見
当
た
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
第
一
章
に
お
い
て
、
陳
燗
明
に
よ
る
県
自
治
政
策
と
舟
宿
・
県
議
会
議
員
選
挙
及
び
選
挙
結
果
を
考
察
す
る
。
第
二

章
で
は
、
陳
蓋
明
の
郷
村
レ
ベ
ル
の
地
方
自
治
へ
の
関
心
と
、
郷
村
住
民
が
考
え
る
郷
村
自
治
の
あ
り
方
を
考
察
し
、
第
三
章
に
お
い
て
、
同

時
期
の
宗
族
内
の
対
立
と
陳
燗
明
の
地
方
自
治
政
策
の
傾
向
を
考
察
す
る
。
各
面
の
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
清
末
期
か
ら
の
地
方
自
治
政
策
や

郷
村
の
情
況
、
宗
族
結
合
の
変
化
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
九
二
〇
年
代
初
頭
の
広
東
郷
村
社
会
を
動
態
的
に
と
ら
え
た
い
。

　
①
陳
套
祓
編
姻
孫
中
山
年
譜
長
編
㎞
下
欄
、
中
華
書
影
、
　
九
九
～
年
、
ニ
ニ
ニ
　

④
地
域
社
会
（
県
内
・
県
城
・
郷
村
）
に
お
け
る
指
導
者
・
先
導
者
を
指
す
用
語

　
八
頁
。

②
巣
離
明
が
広
州
に
入
城
し
た
の
は
十
～
着
工
日
。
そ
の
後
、
同
月
十
日
に
広
東

　
首
長
兼
輿
軍
総
司
令
に
任
命
さ
れ
た
（
陳
定
炎
『
鋼
製
存
（
燗
明
）
先
生
年
譜
』

　
上
落
、
桂
冠
単
品
股
扮
有
限
公
司
、
～
九
九
五
年
、
二
五
四
頁
。
陳
孝
心
前
掲
書
、

　
天
蓋
、
　
＝
二
　
二
頁
）
。

③
拙
稿
「
広
東
地
方
自
治
研
究
社
と
清
末
広
東
地
方
自
治
」
『
現
代
中
国
研
究
h

　
嬬
八
十
よ
ハ
ロ
写
、
　
二
〇
〇
五
年
。

と
し
て
、
王
朝
体
制
下
で
は
門
郷
紳
扁
と
い
う
用
語
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
十
九

世
紀
以
降
の
紳
士
階
層
と
商
入
階
層
の
接
近
、
さ
ら
に
は
科
挙
試
験
の
停
止
な
ど

に
よ
り
、
本
来
の
郷
紳
の
概
念
に
と
ど
ま
ら
な
い
地
域
社
会
の
指
導
者
が
生
ま
れ

て
き
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
一
九
二
〇
年
初
頭
以
前
よ
り
、
地
域
社
会
に
お
い

て
地
方
自
治
へ
参
加
し
た
り
慈
善
的
・
福
祉
的
活
動
に
従
事
し
た
り
し
た
人
物
を

地
域
工
り
ー
ト
と
す
る
。
ま
た
、
本
稿
中
の
「
県
レ
ベ
ル
」
と
は
県
全
域
を
指
し
、

門
郷
村
レ
ベ
ル
」
と
は
県
以
下
の
県
城
・
鎮
・
郷
村
を
指
す
も
の
と
す
る
。
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⑤
拙
稿
「
清
宋
広
東
的
地
方
自
治
与
順
徳
地
墜
緒
英
」
『
学
術
研
究
』
二
〇
二

　
年
第
一
期
、
＝
一
四
頁
（
以
下
、
拙
稿
工
○
二
年
箭
掲
論
文
A
と
略
記
）
。

⑥
中
国
東
南
地
域
の
郷
村
社
会
に
お
け
る
宗
族
結
合
の
強
さ
を
論
じ
た
研
究
は
多

　
い
。
例
え
ば
、
西
辮
喜
久
子
氏
は
、
広
東
雀
順
近
県
の
有
力
宗
族
で
あ
っ
た
順
徳

　
北
門
耐
蝕
を
と
り
あ
げ
、
宗
族
の
維
持
発
展
の
目
的
・
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い

　
る
（
西
館
喜
久
子
「
『
順
徳
北
頓
首
氏
族
譜
』
考
（
上
・
下
）
」
『
北
陸
史
学
㎞
第

　
一
二
十
二
・
三
十
三
号
、
一
九
八
三
・
～
九
八
四
年
）
D

⑦
9
三
α
評
霞
ρ
寧
愚
ミ
ミ
ミ
N
翫
≧
N
§
ミ
、
の
ミ
鷺
§
ミ
ト
隠
嚇
鴨
濃
ミ
鳶
⑦
§
き

　
G
ぎ
§
ω
一
著
a
d
巴
く
興
。
。
一
け
く
℃
お
ω
。
。
’
卜
。
O
O
8
P
。
。
心
H
．
（
中
国
語
訳
　
科
大
衛

　
著
・
卜
永
堅
訳
㎎
皇
帝
和
祖
宗
－
華
南
的
国
家
与
宗
族
一
』
江
蘇
人
民
出
版

　
社
、
二
〇
〇
九
年
、
四
〇
〇
～
四
〇
一
頁
。
）

⑧
拙
稿
「
清
末
・
広
東
に
お
け
る
地
方
自
治
政
策
と
自
治
研
究
社
」
『
神
戸
大
学

　
史
学
年
報
㎞
第
二
十
二
号
、
二
〇
〇
七
年
、
二
十
一
～
二
十
二
頁
。

⑨
民
国
初
年
の
広
東
軍
政
府
期
に
お
け
る
地
方
自
治
政
策
に
関
し
て
は
、
拙
稿

　
「
民
国
初
年
広
東
的
地
方
自
治
与
郷
村
精
英
」
噸
孫
中
山
研
究
㎞
第
三
輯
、
二
〇

　
一
〇
年
を
、
龍
済
光
政
権
期
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
経
済
誌
政
権
時
期
的
広
東
地

　
方
精
英
」
糊
申
山
大
学
学
報
（
社
会
科
学
版
）
㎞
二
〇
一
一
年
第
四
期
を
参
照
。

⑩
邸
捷
「
露
国
初
年
広
東
郷
村
的
基
層
権
力
機
構
」
『
晩
清
銀
漏
初
年
広
東
的
士

　
両
面
商
人
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
＝
一
年
、
九
十
二
～
九
十
三
頁
（
初

　
藤
浪
史
学
月
刊
一
二
〇
〇
三
年
第
五
期
）
。

⑪
　
「
陳
総
門
令
向
国
会
議
員
表
示
宗
雷
扁
『
香
港
華
字
日
報
』
～
九
二
〇
年
十
一
月

　
九
日
。

⑫
史
料
上
は
「
尊
長
」
と
「
県
知
事
」
と
の
二
つ
の
用
語
が
見
ら
れ
る
が
、
本
稿

　
で
は
県
長
に
統
一
し
て
表
記
す
る
。

⑬
魯
直
之
・
謝
盛
之
・
李
睡
仙
『
陳
聡
明
叛
国
史
㎏
中
華
総
局
、
二
〇
〇
七
年

　
（
初
版
　
一
九
二
二
年
）
。
池
田
獄
門
広
東
護
法
政
府
の
成
立
と
軍
閥
反
動
扁
『
立

　
命
館
法
学
臨
第
～
二
十
一
冨
万
、
　
一
九
六
〇
年
竺
寸
。

⑧
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
胡
春
恵
一
再
国
初
劇
的
地
方
主
義
与
聯
省
自
治
運

　
動
』
（
正
中
直
鎖
、
一
九
八
三
年
〔
再
版
一
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
～

　
年
）
〕
、
李
達
嘉
門
民
国
初
年
的
聯
省
自
治
運
動
』
（
弘
文
館
出
版
社
、
一
九
八
六

　
年
）
が
あ
る
。
陳
燗
明
に
関
す
る
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、
段
雲
牽
・
出
門
敏
・

　
椀
俊
明
編
著
糊
歴
有
争
議
的
陳
燗
明
㎞
中
山
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
を
参
照
。

⑮
塩
出
浩
和
「
広
東
省
に
お
け
る
自
治
要
求
運
動
と
県
長
民
選
」
噸
ア
ジ
ア
研
究
輪

　
第
三
十
八
期
第
三
号
、
一
九
九
二
年
、
一
〇
三
～
｝
〇
四
頁
。

⑯
℃
冨
ω
Φ
愚
け
∪
自
鷲
偉
。
噂
G
ミ
隠
燃
黍
、
§
ミ
§
蹴
き
恥
的
ミ
響
き
へ
鳶
N
き
試
詮
G
ミ
ミ

　
N
℃
偽
O
∴
も
駄
獅
ω
酔
塁
8
困
α
d
煙
く
Φ
民
ω
騨
℃
℃
同
Φ
ω
。
。
。
一
〇
〇
。
鉾
b
．
｝
q
．
噂
や
．
頴
聖
O
b
・
邸
心
㎝
－

　
卜
⊃
A
Φ
．
（
中
国
語
訳
　
杜
賛
上
弓
・
王
福
明
訳
噸
文
化
、
権
力
与
国
家
一
～
九
〇

　
〇
～
一
九
四
二
年
的
華
北
農
村
l
l
臨
江
蘇
人
民
出
版
社
、
二
〇
　
○
年
、
五
頁
、

　
＝
一
入
頁
、
二
〇
六
～
二
〇
九
頁
〔
初
版
一
一
九
九
五
年
、
岡
出
版
社
〕
。
）

⑰
王
先
明
隅
変
動
時
代
的
郷
紳
－
郷
紳
与
郷
村
社
会
結
構
変
遷
（
一
九
〇
一
～

　
一
九
四
五
）
1
㎞
人
民
出
版
社
、
工
○
〇
九
年
、
～
一
八
～
～
二
〇
頁
。

⑬
生
田
頼
孝
氏
は
塩
出
氏
の
宗
族
に
よ
る
選
挙
活
動
の
背
景
を
補
足
す
る
た
め
に
、

　
一
九
二
〇
年
代
の
広
東
省
の
農
村
社
会
構
造
に
つ
い
て
、
陳
翰
笙
氏
の
研
究
を
と

　
り
あ
げ
て
、
清
末
民
初
期
の
広
東
社
会
が
宗
族
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
秩
序
の
中

　
で
生
活
し
、
血
縁
に
規
定
さ
れ
た
宗
族
を
土
台
と
し
た
村
レ
ベ
ル
で
の
行
動
原
理

　
が
強
か
っ
た
と
す
る
（
生
田
頼
孝
門
商
紳
政
権
－
聯
省
自
治
の
理
念
と
現
実
－

　
広
東
省
の
場
合
（
終
編
）
i
」
隅
立
命
館
文
学
㎞
第
五
七
六
号
、
二
〇
〇
二
年
、

　
十
四
～
十
七
頁
）
。
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第
一
章
　
県
自
治
政
策
と
県
長
・
県
議
会
議
員
選
挙

一九二〇年代初頭の広東郷村社会（宮内）

第
一
節
　
県
自
治
政
策
と
自
治
馨
辮
処

　
本
章
で
は
、
陳
燗
明
の
県
自
治
政
策
に
対
す
る
県
内
の
動
向
と
県
長
・
県
議
会
議
員
選
挙
の
結
果
を
考
察
し
、
地
域
エ
リ
ー
ト
の
地
方
自
治

に
対
す
る
関
心
を
解
明
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
一
九
二
〇
（
民
国
九
）
年
十
一
月
末
に
広
州
に
戻
っ
た
孫
文
は
、
軍
政
府
の
再
建
に
と
り
か
か
り
、
軍
政
府
内
に
十
四
の
筒
所
を
設
置
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

そ
の
中
に
は
地
方
自
治
政
策
を
推
進
す
る
地
方
自
治
局
が
設
け
ら
れ
た
。
孫
文
は
こ
の
ほ
か
に
、
徐
謙
・
伍
朝
枢
・
呉
鉄
城
と
い
っ
た
清
朝
期

の
知
県
、
民
国
期
の
町
長
、
各
県
の
幕
友
、
近
代
地
方
行
政
の
専
門
家
を
招
聴
し
、
県
政
研
究
委
員
会
を
組
織
さ
せ
、
県
政
の
考
察
や
県
制
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

研
究
を
行
わ
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
地
方
自
治
周
は
ほ
ぼ
機
能
す
る
こ
と
な
く
、
県
政
研
究
委
員
会
も
ま
た
憂
事
の
影
響
に
よ
り
頓
挫
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
、
結
局
の
と
こ
ろ
組
織
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
　
方
、
同
月
十
日
に
孫
文
か
ら
広
東
省
長
兼
輿
軍
記
司
令
に
任
命
さ
れ
た
陳
嗣
明
は
、
積
極
的
に
省
内
の
地
方
自
治
政
策
を
立
案
・
実
施
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
い
く
。
翌
年
一
月
に
、
「
広
東
孝
行
各
県
自
治
条
例
草
案
」
を
作
成
し
、
広
東
省
政
府
の
官
報
で
あ
る
『
広
東
公
報
』
に
掲
載
す
る
と
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
広
東
省
議
会
へ
送
り
、
省
議
会
の
法
律
股
・
庶
政
股
に
審
議
さ
せ
た
。
そ
の
後
、
三
月
半
ば
に
「
広
東
当
行
県
自
治
条
例
」
（
以
下
「
県
自
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

条
例
」
と
略
記
）
が
省
議
会
で
議
決
さ
れ
、
四
月
六
日
に
省
公
署
よ
り
公
布
さ
れ
た
。
「
県
自
治
条
例
」
の
最
大
の
特
徴
は
、
有
権
者
が
三
人
前

「
県
警
当
選
者
」
を
選
出
し
、
応
長
が
そ
の
三
人
の
中
か
ら
一
人
を
県
長
に
指
名
す
る
と
い
う
「
学
長
民
選
」
で
あ
っ
た
。
な
お
、
有
権
者
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

三
日
問
の
雑
役
に
服
し
た
者
か
、
あ
る
い
は
「
免
工
費
」
を
納
め
た
者
と
い
う
条
件
が
設
け
ら
れ
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
規
定
が
選
挙
の

集
票
活
動
を
容
易
に
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
陳
説
明
に
よ
る
県
自
治
政
策
が
開
始
さ
れ
る
と
、
省
内
各
地
で
は
県
自
治
を
推
進
す
る
民
間
レ
ベ
ル
に
よ
る
自
治
団
体
が
設
立
さ
れ
る
。
順
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心
窩
で
は
一
九
二
一
（
民
国
十
）
年
二
月
十
七
日
に
、
広
州
在
住
の
「
紳
商
学
各
界
」
の
県
人
が
順
徳
自
治
期
成
会
を
組
織
し
、
県
内
の
自
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

準
備
の
先
駆
け
と
な
っ
た
。
ま
た
同
時
に
、
出
帰
明
に
よ
る
自
衛
提
唱
の
通
達
に
よ
り
、
順
徳
県
内
の
各
郷
が
連
携
し
て
「
聯
団
・
自
衛
・
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

治
」
の
実
行
を
目
的
と
し
た
順
徳
全
邑
自
治
豊
楽
処
が
設
立
さ
れ
た
。
順
徳
自
治
期
成
会
の
正
会
長
に
就
任
し
た
黎
国
廉
は
、
先
述
の
清
末
広

東
に
お
け
る
自
治
風
潮
の
火
付
け
役
と
な
っ
た
研
究
社
設
立
者
の
一
人
で
、
一
九
〇
八
（
光
緒
三
十
四
）
年
に
は
、
郷
里
の
順
徳
思
惑
教
郷
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

錦
鯉
沙
漏
郷
自
治
研
究
所
を
設
立
す
る
な
ど
、
地
域
エ
リ
ー
ト
と
し
て
清
末
期
か
ら
一
貫
し
て
地
方
自
治
に
関
わ
っ
て
き
た
人
物
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
｛
九
二
一
年
一
月
十
八
日
に
新
会
県
で
成
立
し
た
新
会
自
治
簿
辮
処
も
、
設
立
の
理
由
は
順
徳
論
患
自
治
簿
押
柱
と
岡
じ
く
、
野
馬
明
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

衛
提
唱
の
通
達
に
呼
応
し
て
、
人
民
の
安
全
と
社
会
治
安
を
維
持
す
る
た
め
に
は
自
治
の
実
施
が
不
可
欠
で
あ
る
と
の
主
旨
で
設
立
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

同
簿
備
処
設
立
の
先
導
役
で
あ
っ
た
楊
西
巌
も
研
究
社
に
参
加
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
「
県
自
治
条
例
」
が
省
議
会
で
審
議
・
議
決
さ
れ
始
め
た
頃
か
ら
、
省
内
各
地
で
は
民
間
に
よ
る
地
方
自
治
の
促
進
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

準
備
す
る
団
体
が
相
次
い
で
設
立
さ
れ
た
。
上
記
の
ほ
か
に
も
、
掲
諸
県
（
掲
陽
自
治
促
進
会
）
、
南
海
県
（
広
東
自
治
促
進
会
）
、
番
禺
県
（
番
禺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

自
治
促
進
会
）
で
自
治
組
織
が
設
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
設
立
者
は
清
末
民
初
期
か
ら
地
方
自
治
に
関
心
を
持

ち
、
積
極
的
に
関
わ
っ
て
き
た
地
域
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
広
州
で
は
一
九
～
二
年
四
月
、
政
府
の
地
方
自
治
政
策
を
補
助
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
地
方
自
治
法
に
つ
い
て
の
研
究
を
行
う
「
自
治
研
究
社
」
が
「
名
望
の
あ
る
」
紳
士
ら
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
。
こ
の
「
自
治
研
究
社
」
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

立
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
盧
乃
撞
は
研
究
社
で
は
副
社
長
を
務
め
、
機
関
誌
の
総
編
輯
員
を
も
務
め
た
伝
統
的
広
東
紳
士
で
あ
っ
た
。
一
九
二

一
年
当
時
、
研
究
社
は
す
で
に
地
方
自
治
に
関
す
る
活
動
を
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
「
薗
治
研
究
社
」
の
設
立
匿
的
で
あ
る
地
方
自
治
政
策
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

補
助
と
地
方
自
治
法
の
研
究
が
研
究
社
の
設
立
趣
旨
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
自
治
研
究
社
」
は
清
末
か
ら
一
貫
し

て
地
方
自
治
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
伝
統
的
広
東
紳
士
等
に
よ
っ
て
再
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
性
格
は
研
究
社
の
後
継
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
設
立
さ
れ
た
自
治
組
織
の
全
て
に
清
末
期
の
自
治
風
潮
と
の
連
続
性
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
香
山
県
で
は
一
九
一
二
年

一
月
初
旬
、
南
島
儀
が
県
内
の
紳
商
各
界
の
人
物
と
県
内
各
郷
の
僚
属
を
広
州
に
招
き
、
県
内
諸
事
の
計
画
を
目
的
と
し
た
香
山
全
癒
自
治
簿
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⑫

辮
処
を
設
立
し
た
。
唐
紹
儀
は
清
宋
の
外
交
政
策
に
尽
力
し
た
人
物
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
清
末
期
よ
り
地
方
自
治
に
関
心
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

持
ち
、
研
究
社
で
は
名
誉
社
長
を
務
め
た
。
だ
が
、
同
齢
辮
処
の
設
立
者
で
あ
る
陳
慶
虞
・
李
安
邦
・
林
警
護
・
呉
鉄
城
は
、
孫
文
の
ホ
ノ
ル

ル
時
代
の
旧
知
で
、
そ
れ
ま
で
一
貫
し
て
革
命
運
動
に
従
事
し
、
香
山
県
と
は
ほ
と
ん
ど
関
わ
り
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
簿

辮
処
は
、
順
徳
県
や
新
会
県
の
事
例
の
よ
う
に
清
末
か
ら
一
貫
し
て
地
方
自
治
に
関
心
を
寄
せ
て
き
た
同
県
出
身
の
地
域
エ
リ
ー
ト
で
は
な
く
、

革
命
活
動
を
通
じ
た
関
係
に
依
拠
し
た
自
治
組
織
で
あ
っ
た
。
唐
紹
儀
自
身
も
、
研
究
社
で
名
誉
社
長
を
務
め
て
は
い
た
が
、
武
昌
蜂
起
以
降

は
、
共
和
制
を
支
持
し
、
一
九
一
二
（
民
圖
元
）
年
三
月
に
は
、
孫
文
の
紹
介
に
よ
り
同
盟
会
に
加
入
し
、
同
盟
会
中
心
内
閣
を
構
築
す
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ど
、
孫
文
や
革
命
派
と
の
つ
な
が
り
を
強
く
持
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
記
号
・
新
会
両
県
と
香
山
県
と
の
自
治
簿
辮
髪
設
立
の
契
機
を
比
較
す

る
と
、
順
徳
・
新
会
両
県
の
場
合
は
陳
昌
吉
に
よ
る
県
内
の
自
衛
強
化
の
通
達
で
あ
っ
た
が
、
香
山
県
の
場
合
は
唐
恩
讐
自
身
の
発
案
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

設
立
式
典
に
孫
文
が
参
加
し
て
「
地
方
自
治
主
義
を
詳
細
に
解
説
す
る
」
講
演
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
陳
燭
明
の
意
向
と
い
う
よ
り
も
、

孫
文
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
高
輪
明
の
自
衛
目
的
と
し
て
の
県
自
治
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
）
で
あ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

孫
文
の
訓
政
構
想
に
お
け
る
県
自
治
で
あ
れ
、
同
時
期
の
両
者
は
、
少
な
く
と
も
県
制
改
革
と
県
自
治
実
施
と
い
う
点
に
お
い
て
、
共
通
の
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

識
を
持
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
北
洋
軍
閥
政
府
に
対
抗
す
る
「
民
権
的
」
政
策
と
し
て
の
地
方
自
治
と
い
う
視
点
か
ら
も
、
成
立
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

程
の
異
な
る
自
治
簿
辮
処
が
対
立
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

第
二
節
　
県
長
・
県
議
会
議
員
選
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
一
九
二
一
年
四
月
十
六
日
に
「
広
東
省
暫
行
管
長
選
挙
条
例
」
が
、
十
九
日
に
「
広
東
省
暫
行
県
議
会
議
員
選
挙
条
例
」
が
発
布
さ
れ
る
と
、

省
内
各
県
で
は
選
挙
活
動
が
開
始
さ
れ
た
。
ま
ず
は
、
香
山
・
開
平
・
順
徳
三
県
の
県
長
当
選
者
を
取
り
上
げ
る
。

　
ま
ず
、
香
山
県
長
に
当
選
し
た
呉
鉄
城
は
、
彼
自
身
の
回
憶
に
よ
る
と
、
彼
は
陳
雁
声
・
黄
冷
艶
（
両
者
と
も
香
山
県
出
身
の
新
聞
記
者
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
も
に
『
競
選
宣
言
』
と
い
う
小
冊
子
を
作
成
し
て
選
挙
民
に
配
布
し
、
県
内
各
地
で
演
説
を
行
い
、
県
長
に
当
選
し
た
と
い
う
。
呉
鉄
城
は
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表1　香山県・順徳県・開平県の弓長選挙得票数順位

得票数第一位 得票数第二位 得票数第三位

置山県 陳永安（前妻山県長） 呉鉄城 陳永峯

順徳県 周之貞 薦藻煕（現品議会議員〉 梁定夷（順徳保衛団副周長）

開平県 黄炎（医師） 登il蔭南 林伯俊（現県長）

註：指弧内は立候補以前の役職・職業。

典拠　「各県選挙知事名単」罫香港華掌日報』1921年9月2日・李宗黄前掲轡、 90～91頁，96～97頁より作成。

籍
貫
こ
そ
香
山
県
で
は
あ
っ
た
が
、
一
八
八
八
（
光
緒
＋
四
）
年
、
江
西
省
九
江
に
生
ま
れ
、
十
五
歳
と
二
十

二
歳
の
時
に
帰
省
し
た
以
外
は
、
九
江
で
教
育
を
受
け
、
後
に
自
ら
溝
陽
軽
士
報
社
を
設
立
し
、
辛
亥
革
命
の

後
は
革
命
活
動
に
参
加
し
た
。
南
京
臨
時
政
府
が
成
立
す
る
と
江
西
省
の
代
表
と
し
て
南
京
へ
赴
き
孫
文
と
知

り
合
う
。
そ
の
後
、
呉
鉄
城
は
孫
文
に
随
行
し
、
第
二
革
命
の
失
敗
後
は
日
本
へ
逃
亡
し
明
治
大
学
で
学
ん
だ
。

～
九
～
五
（
民
国
四
）
年
に
は
、
孫
文
の
命
を
受
け
て
ホ
ノ
ル
ル
の
自
由
新
報
社
で
革
命
の
宣
伝
活
動
と
資
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

集
め
に
従
事
す
る
な
ど
、
県
長
に
当
選
す
る
ま
で
香
山
県
と
の
関
わ
り
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
次
に
、
開
平
県
長
に
当
選
し
た
鄙
蔭
南
も
ま
た
幼
く
し
て
ホ
ノ
ル
ル
へ
渡
り
、
商
農
兼
業
を
通
じ
て
財
産
を

築
く
一
方
、
一
八
九
四
（
光
緒
二
十
）
年
に
土
中
会
に
入
会
し
て
い
る
。
翌
年
、
孫
文
が
帰
国
す
る
と
、
鄭
蔭

南
は
ホ
ノ
ル
ル
で
私
財
を
革
命
活
動
に
投
じ
る
。
そ
の
後
、
一
九
〇
〇
（
懸
緒
二
十
六
）
年
の
恵
潔
癖
義
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
、
民
国
後
は
、
広
州
で
討
衰
・
護
法
運
動
に
参
加
し
た
。
郡
も
呉
鉄
城
と
同
様
、
県

長
に
当
選
す
る
ま
で
開
平
県
で
何
ら
社
会
的
活
動
に
関
わ
っ
た
痕
跡
は
な
く
、
郵
の
籍
貫
が
開
平
県
で
あ
っ
た

た
め
に
開
平
県
か
ら
立
候
補
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
に
み
ら
れ
る
と
お
り
、
呉
鉄
城
と
郵
蔭
南
と
の
共
通
点
は
、
県
下
に
選
出
さ
れ
る
ま
で
、
郷
里
で
政
治

活
動
や
慈
善
活
動
の
経
験
が
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
県
長
に
当
選
で
き
た
の
は
、

彼
ら
が
そ
れ
ま
で
革
命
党
員
と
し
て
革
命
活
動
に
従
事
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
国
民
党
か
ら
の
信
頼
に
よ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
「
県
自
治
条
例
」
第
四
十
三
条
の
「
弓
長
は
県
住
民
の
有

権
者
に
よ
っ
て
直
接
三
名
を
選
出
し
、
選
挙
後
、
省
長
に
よ
っ
て
一
名
を
選
抜
、
こ
れ
を
県
長
に
任
命
す
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
い
う
規
定
で
あ
っ
た
。
実
の
と
こ
ろ
、
呉
鉄
城
と
都
率
南
の
得
票
数
は
と
も
に
第
二
位
で
あ
っ
た
（
表
一
）
。

こ
う
し
た
省
長
藁
薦
明
の
意
向
が
強
く
反
映
さ
れ
る
県
長
選
挙
に
対
し
て
、
開
平
県
で
は
県
民
が
番
禺
地
方
審
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判
庁
に
訴
え
を
起
こ
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
郡
蔭
南
は
老
体
で
手
元
足
元
が
お
ぼ
っ
か
ず
、
さ
ら
に
ア
ヘ
ン
飲
み
で
、
文
字
も
知
ら
な
い

人
物
で
あ
り
、
商
売
上
の
優
遇
を
得
た
い
同
県
出
身
の
華
僑
が
彼
の
選
挙
活
動
を
援
助
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
順
徳
庵
で
得
票
数
第
一
位
を
獲
得
し
て
県
長
に
指
名
さ
れ
た
周
之
貞
（
籍
貫
・
出
身
と
も
順
徳
県
）
は
呉
鉄
城
・
郵
蔭
南
と
は
状
況
が

異
な
っ
て
い
た
。
周
之
貞
は
早
年
に
南
洋
へ
渡
り
商
売
に
従
事
し
、
一
九
〇
五
（
光
緒
三
十
一
）
年
、
同
盟
会
に
加
入
す
る
。
そ
の
後
、
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
で
『
星
洲
農
報
』
の
発
行
を
通
じ
て
革
命
の
宣
伝
活
動
に
従
事
す
る
な
ど
、
辛
亥
革
命
以
前
の
周
は
、
呉
鉄
城
や
郡
華
南
と
同
様
、

郷
里
で
の
社
会
活
動
に
関
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
第
｝
次
広
東
軍
政
府
が
成
立
す
る
と
、
周
は
朱
執
信
と
と
も
に
嘉
徳
県
を
含
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

広
州
周
辺
の
匪
賊
討
伐
を
担
当
す
る
。
さ
ら
に
縦
長
選
挙
の
実
施
直
前
の
一
九
二
一
年
　
月
に
は
順
徳
県
内
の
地
域
エ
リ
ー
ト
を
召
集
し
て
、

郷
村
防
衛
に
は
保
奇
道
（
自
衛
団
）
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
た
り
、
ま
た
、
彼
ら
か
ら
保
衛
団
に
関
す
る
意
見
を
聞
い
た
り
す
る
な
ど
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

各
保
衛
団
を
連
合
し
た
仁
徳
保
衛
士
局
の
局
長
を
務
め
た
。
そ
し
て
、
周
は
仁
恕
当
選
後
も
県
内
の
地
域
エ
リ
ー
ト
と
の
関
係
を
保
持
し
て
い

く
。
同
年
七
月
、
盧
乃
撞
・
高
嶺
雲
・
龍
肇
塀
・
濤
藻
煕
ら
順
徳
県
の
地
域
エ
リ
ー
ト
が
広
州
に
駐
省
順
徳
公
会
を
設
立
し
、
周
は
副
会
長
を

　
　
　
　
鐘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

務
め
て
い
る
。
盧
・
何
・
龍
は
清
末
か
ら
一
貫
し
て
県
内
の
慈
善
活
動
・
自
治
政
策
に
関
わ
っ
て
き
た
地
域
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
、
周
が
同
会
に

所
属
し
て
い
た
こ
と
は
、
順
徳
県
の
地
域
エ
リ
ー
ト
と
協
力
的
な
関
係
を
構
築
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
ま
た
、
一
九
二
二
（
民
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

十
一
）
年
、
周
は
薦
藻
煕
に
地
方
志
の
編
纂
を
提
案
し
た
り
、
同
年
八
月
、
陳
目
明
と
の
対
立
に
よ
り
離
遇
し
た
孫
文
に
随
行
す
る
際
に
二
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

煕
を
代
理
県
長
に
推
薦
し
た
り
と
、
周
と
働
事
煕
の
関
係
は
良
好
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
周
之
貞
の
順
徳
県
地
域
エ
リ
ー
ト
と
の
関
係

構
築
が
、
彼
の
夜
長
選
挙
で
の
最
多
得
票
数
を
可
能
に
し
た
か
は
断
言
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
周
は
、
県
長
当
選
と
県
政
遂

行
の
た
め
に
、
国
民
党
の
影
響
力
だ
け
で
な
く
県
内
の
地
域
エ
リ
ー
ト
と
の
連
携
を
も
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

　
呉
鉄
城
・
郵
蔭
南
・
周
之
貞
の
県
長
と
し
て
の
治
績
は
、
い
ず
れ
も
一
定
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
孫
文
が
騒
動
明
と
の
対
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

か
ら
上
海
へ
去
っ
た
際
に
、
三
人
と
も
県
長
を
辞
職
し
て
孫
文
に
随
行
し
て
い
っ
た
こ
と
、
呉
鉄
城
の
回
憶
に
よ
れ
ば
、
彼
が
茎
長
選
挙
に
立

候
補
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
の
は
、
孫
文
か
ら
「
当
選
す
る
か
ど
う
か
は
二
の
次
で
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
公
開
で
選
挙
活
動
を
し
て
気
風
を
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表2　姓別からみる開平県県議会議員選挙結果
（lil｛立二：ノk）

郡何許林呉余方黄謙口先司徒張姓

1111112223355当選議員数（計28）

典拠　余榮謀修・張啓焼纂匿（民国）開平県志i巻22「肩育纂」1933年，14葉裏～15葉表（匿中国地方志集成（広東府

　　県志輯）』第35冊，上海書店・巴蜀書社・江蘇古籍出版社，2003年，442～443頁）より作成。

表3　姓別からみる三尊県県議会議員選挙結果

（単位 人）

黎劉唐司徒鵡鄭呉梁姓

1111224710当選議員数（計29）

典拠：「各県選挙議貝名表（続）」『香港華字陽報二1921年9月14日より作成。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

開
く
こ
と
に
あ
る
」
と
い
う
雷
管
に
賛
岡
し
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
彼
ら

の
関
心
は
孫
文
・
国
民
党
に
あ
り
、
郷
村
の
治
世
に
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
し
て
、
こ

こ
で
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
兵
長
選
挙
に
お
い
て
は
、
県
内
の
有
力
宗

族
が
介
入
で
き
る
余
地
が
少
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
一
方
、
県
議
会
議
員
選
挙
は
年
長
選
挙
と
は
異
な
り
、
県
内
の
有
力
宗
族
に
よ
る
選
挙
運

動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
前
述
の
通
り
、
選
挙
権
を
獲
得
す
る
に
は
三
日
間
の
雑
役
に
服
す

る
か
、
あ
る
い
は
「
免
工
費
」
を
納
め
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
い
わ
ゆ
る
「
大
姓
」
と
呼

ば
れ
る
団
結
力
・
経
済
力
を
持
つ
有
力
宗
族
が
選
挙
活
動
を
優
位
に
進
め
る
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
。
無
論
、
県
長
選
挙
で
も
県
内
の
有
力
宗
族
に
よ
る
選
挙
運
動
は
行
わ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
増
城
・
龍
門
の
両
県
で
は
、
県
内
の
「
大
姓
」
が
集
票
活
動
を
行
う

「
公
司
」
を
組
織
し
て
、
ほ
し
い
ま
ま
に
選
挙
運
動
を
行
い
、
選
挙
監
督
者
と
結
託
し
て
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

挙
事
務
所
を
占
拠
し
、
各
選
挙
区
の
投
票
監
督
者
に
投
票
用
紙
を
掌
握
さ
せ
た
と
い
う
。
し

か
し
、
「
県
自
治
条
例
」
第
四
十
三
条
の
最
終
的
に
は
省
長
の
意
向
に
よ
っ
て
県
長
が
指
名

さ
れ
る
規
定
に
よ
り
、
宗
族
に
よ
る
選
挙
運
動
は
成
果
に
つ
な
が
り
に
く
い
た
め
、
宗
族
に

と
っ
て
み
れ
ば
、
そ
う
し
た
リ
ス
ク
を
負
う
よ
り
も
、
同
条
項
の
制
限
が
な
い
県
議
会
議
員

の
ほ
う
が
選
挙
運
動
は
容
易
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
前
近
代
に
お
い
て
科
挙
及
第
者

を
多
く
輩
出
す
る
こ
と
が
宗
族
の
発
展
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
一
人
で
も
多

く
の
議
員
を
当
選
さ
せ
る
こ
と
は
宗
族
の
繁
栄
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
立
候
補
者
も

議
員
と
な
っ
て
族
内
で
の
名
誉
や
宗
族
の
共
有
財
産
（
後
述
す
る
嘗
産
）
を
享
受
で
き
る
特
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一九二〇年代初頭の広東郷村社会（宮内）

権
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
当
選
す
る
可
能
性
の
高
い
県
議
会
議
員
の
ほ
う
が
都
合
が
よ
か
っ
た
。
よ
っ
て
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
宗
族
に

よ
る
選
挙
活
動
は
、
県
長
選
挙
よ
り
明
確
な
形
で
表
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
開
平
県
で
は
県
内
の
「
大
姓
」
関
・
司
徒
・
張
の
三
姓
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

う
ち
、
関
姓
が
積
極
的
に
策
略
を
講
じ
て
、
公
司
を
組
織
し
、
同
宗
か
ら
県
議
会
議
員
を
当
選
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
結
果
、

関
姓
は
司
徒
姓
・
張
姓
に
次
ぐ
三
人
の
県
議
会
議
員
を
当
選
さ
せ
て
い
る
（
表
二
）
。
温
娩
芳
（
団
器
亭
♂
轟
芝
。
8
）
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

記
の
三
富
は
清
代
よ
り
開
平
県
の
有
力
宗
族
と
し
て
、
広
大
な
石
田
を
保
有
し
、
多
く
の
科
挙
及
第
者
を
輩
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
清
末
の

広
東
諮
議
局
議
員
選
挙
で
は
島
蔭
瑞
・
張
換
猷
が
、
一
九
＝
二
（
民
国
二
）
年
の
省
議
会
議
員
選
挙
で
は
関
越
傑
・
張
謡
初
が
、
衆
議
院
議
員

の
県
代
表
選
挙
で
は
司
徒
穎
が
、
一
九
一
五
（
民
国
四
）
年
の
国
民
代
表
会
議
の
県
代
表
選
挙
で
は
張
換
猷
が
そ
れ
ぞ
れ
当
選
す
る
な
ど
、
清

末
か
ら
開
平
県
内
で
行
わ
れ
た
選
挙
に
は
常
に
三
姓
が
当
選
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
恩
平
県
で
は
、
梁
・
呉
・
薦
・
鄭
の
数
姓
以
外
は
、
敢
え
て
選
挙
に
関
わ
る
も
の
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
実
際
に
、
二
十
九
人
の
県
議
会

議
員
当
選
者
の
う
ち
、
梁
姓
十
人
（
当
選
者
数
第
一
位
）
、
語
誌
七
人
（
当
選
者
巌
暑
二
位
）
、
鄭
姓
四
人
（
当
選
者
数
第
三
位
）
、
薦
姓
二
人
目
当
選

者
数
第
四
位
）
で
あ
っ
た
（
表
三
）
。
こ
の
四
姓
も
清
代
を
通
じ
て
科
挙
の
受
験
資
格
で
あ
る
童
試
合
格
者
を
多
く
輩
出
し
て
い
た
宗
族
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

こ
れ
ら
の
有
力
宗
族
が
県
議
会
議
員
選
挙
に
積
極
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
陳
言
明
に
よ
る
県
自
治
政
策
に
と
も
な
い
、
自
治
簿
辮
処
や
自
治
期
成
会
・
自
治
促
進
会
と
い
っ
た
組
織
が
清
末
か
ら
地

方
自
治
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
地
域
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
こ
と
は
、
省
内
の
地
域
エ
リ
ー
ト
に
お
け
る
県
自
治
へ
の
関
心
の
高
さ

を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
「
は
じ
め
に
」
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
地
域
エ
リ
ー
ト
の
多
く
は
有
力
宗
族
の
代
表
者
で

あ
り
、
実
際
に
婦
長
・
県
議
会
議
員
選
挙
は
、
有
力
宗
族
に
よ
る
選
挙
運
動
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
た
。
し
か
し
、
前
者
で
は
最
終
的
に
智
歯
が

面
長
を
指
名
す
る
規
定
に
よ
り
、
革
命
運
動
の
功
労
者
が
県
長
に
指
名
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
宗
族
に
よ
る
選
挙
運
動
は
必
ず
し
も
効
果
的
で

は
な
か
っ
た
が
、
直
接
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
後
者
で
は
、
県
内
の
有
力
宗
族
が
多
く
の
議
席
を
獲
得
し
た
。

　
①
陳
錫
祓
前
掲
轡
、
下
平
、
＝
一
＝
九
～
＝
｝
三
三
頁
。
　
　
　
　
　
　
②
「
孫
文
之
理
想
計
画
」
『
香
港
華
字
日
報
』
一
九
二
一
年
三
月
十
七
日
。
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③
呉
鉄
城
魍
呉
鉄
城
回
著
録
㎞
三
民
書
局
、
～
九
六
八
年
、
＝
○
～
コ
　
頁

　
（
原
書
一
『
四
十
年
中
熟
睡
我
隔
中
央
文
物
供
応
出
版
、
一
九
五
四
年
V
。

④
　
深
町
英
夫
「
広
東
軍
政
府
論
一
民
国
前
期
に
お
け
る
「
中
央
政
府
」
1
」

　
『
民
国
前
期
中
国
と
東
ア
ジ
ア
の
変
動
』
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
九
九
年
、
三

　
九
〇
頁
。

⑤
呉
鉄
城
前
掲
書
、
＝
　
頁
。

⑥
「
微
三
富
県
自
治
条
例
意
見
」
隅
香
港
華
字
日
報
』
一
九
二
一
年
…
月
十
日
。

　
「
県
自
治
草
案
公
同
研
究
」
『
広
東
蟻
蜂
』
　
　
九
一
一
一
年
　
月
十
八
日
。

⑦
「
省
会
審
査
県
自
治
条
例
之
報
告
」
『
香
港
華
字
日
報
』
一
左
＝
年
三
月
十
八

　
B
。

⑧
李
宗
黄
『
新
広
東
観
察
記
』
上
海
商
務
印
書
館
、
一
些
三
年
、
八
十
三
頁
。

⑨
　
こ
の
規
定
は
県
議
会
議
員
選
挙
で
も
同
様
で
あ
っ
た
（
「
広
東
省
愚
行
県
議
会

　
議
員
選
挙
条
例
」
第
一
章
「
総
則
」
第
二
条
〔
策
定
炎
前
掲
書
、
下
訳
、
　
〇
三

　
三
頁
〕
）
。

⑩
「
口
囲
自
治
期
成
会
選
挙
会
長
」
『
香
港
華
字
日
報
』
一
九
二
一
年
二
月
十
六
日
。

⑪
「
無
徳
自
治
腰
縄
声
」
『
香
港
華
字
日
報
㎞
　
九
二
～
年
一
月
二
十
五
日
。
「
順

　
徳
公
民
之
簿
備
自
治
会
議
」
隅
広
東
群
報
㎞
　
一
九
一
＝
年
一
月
二
十
七
日
。

⑫
　
拙
稿
二
〇
＝
年
前
掲
論
文
A
。

⑬
一
月
十
八
日
の
成
立
大
会
は
新
会
得
城
の
明
倫
堂
で
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
準
備

　
会
議
と
し
て
十
二
日
に
広
州
で
も
会
議
が
開
催
さ
れ
た
（
「
新
会
自
治
之
声
声
扁

　
『
広
東
群
報
』
一
九
一
二
年
一
月
十
四
日
）
。

⑭
「
新
会
集
議
響
備
自
治
詳
情
」
四
香
港
華
字
日
報
』
一
九
二
一
年
一
月
二
十
二
日
。

　
ま
た
「
新
会
自
治
簿
備
簡
章
」
第
六
条
で
は
「
自
治
の
範
囲
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る

　
が
、
先
ず
は
『
保
衛
勧
・
『
公
安
』
・
四
団
防
㎞
の
設
置
か
ら
始
め
る
」
と
あ
る

　
（
「
新
会
自
治
簿
備
簡
章
」
　
㎎
広
東
群
報
㎞
　
一
九
二
一
年
一
月
二
十
⊥
ハ
日
）
。

⑮
新
会
自
治
簿
備
処
の
先
導
役
で
あ
っ
た
楊
西
巌
は
一
八
六
八
（
問
治
七
）
年
に

　
新
会
で
生
ま
れ
た
幼
少
期
は
郷
里
で
敦
育
を
受
け
た
が
、
そ
の
後
は
香
港
で
育
ち

　
生
活
の
蕃
盤
は
香
港
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
九
〇
五
（
光
緒
三
十

　
一
）
年
に
白
銀
二
千
元
を
寄
付
し
て
新
中
陣
城
両
国
小
学
堂
を
建
設
し
、
一
九
〇

　
九
（
宣
窯
元
）
年
に
は
香
港
新
会
商
務
公
所
の
設
立
に
携
わ
る
な
ど
郷
里
と
の
結

　
び
つ
き
は
強
か
っ
た
（
『
新
山
県
志
㎏
新
会
合
政
府
信
用
網
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　
¢
幻
貯
算
8
　
＼
＼
≦
≦
≦
×
ぎ
巨
一
9
ひ
q
o
ぎ
5
＼
Φ
巷
g
蔑
首
。
・
N
＼
ω
N
＼
尊
ω
讐
暮
）
。

⑯
門
潮
梅
各
属
自
治
之
初
基
」
糊
上
海
民
国
日
報
㎞
一
三
＝
年
五
月
十
～
日
。

⑰
「
南
海
保
衛
公
所
簿
議
自
治
」
欄
香
港
華
字
臼
掻
撫
一
九
～
＝
年
三
月
一
日
。

⑱
同
促
進
会
は
「
県
自
治
条
例
」
発
布
後
に
成
立
（
門
番
禺
自
治
促
進
会
之
内
幕
」

　
『
香
港
華
字
日
報
函
一
九
一
一
二
年
二
月
二
十
七
日
）
。

⑲
「
徐
紹
槙
組
織
自
治
研
究
社
」
『
香
港
華
字
臼
報
眺
一
塾
＝
年
四
月
一
日
。

⑳
拙
稿
二
〇
〇
五
年
前
掲
論
文
、
四
十
八
頁
。

⑳
　
広
東
地
方
自
治
研
究
社
の
活
動
主
旨
は
地
方
自
治
の
実
行
で
は
な
く
、
地
方
自

　
治
の
研
究
と
啓
蒙
で
あ
っ
た
（
同
上
、
四
十
六
～
四
十
七
頁
）
。

⑫
　
「
唐
総
裁
提
侶
地
方
自
治
」
『
上
海
民
国
日
報
』
　
一
九
二
一
年
一
月
十
六
日
。

⑬
　
「
香
山
自
治
簿
辮
之
進
行
」
『
広
東
群
報
』
一
九
二
一
年
一
月
十
四
日
。

⑳
　
鄭
則
民
門
唐
迷
乱
」
李
新
・
強
面
白
馬
編
『
民
国
人
物
伝
』
第
一
巻
、
中
華
書

　
局
、
一
九
七
八
年
、
｝
二
七
～
一
二
八
頁
。

⑮
　
「
唐
総
裁
提
侶
阿
地
方
白
一
治
」
『
上
海
民
謡
胃
口
報
』
　
一
九
一
＝
年
一
日
μ
十
六
日
。

⑳
　
孫
文
の
訓
政
構
想
に
お
け
る
県
自
治
論
に
は
す
で
に
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
こ

　
こ
で
は
近
年
の
研
究
と
し
て
黄
嘉
徳
贈
官
辮
自
治
i
一
九
二
九
～
～
九
三
四
年

　
中
山
模
範
県
的
訓
政
一
』
（
文
物
出
版
社
、
工
O
O
九
年
、
十
五
～
三
十
五
頁
）

　
を
あ
げ
る
。

⑳
　
塩
出
前
掲
論
文
、
八
十
一
頁
。

⑳
　
中
村
哲
夫
「
孫
文
の
地
方
自
治
論
」
『
神
戸
学
院
大
学
紀
要
』
第
二
十
七
号
、

　
二
〇
〇
七
年
、
八
十
五
頁
。

⑳
李
宗
黄
前
掲
書
、
八
十
三
頁
。

⑳
呉
鉄
城
前
掲
書
、
＝
一
～
＝
二
頁
。
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⑳
　
呉
鉄
城
前
掲
書
、
　
一
～
九
頁
、
十
六
～
十
七
頁
、
四
十
一
～
四
十
七
頁
、
六
十

　
二
～
七
十
頁
。

⑳
　
原
名
松
盛
。
字
有
相
。
別
称
三
・
三
伯
（
「
開
平
県
知
事
之
当
選
人
」
噸
羊
城
新

　
報
㎞
　
一
九
　
＝
年
八
月
五
日
）
。

⑳
　
福
自
由
「
郡
蔭
南
事
略
」
噸
革
命
逸
史
㎞
第
一
集
（
上
巻
）
、
新
星
撮
版
社
、
二

　
〇
〇
九
年
、
四
十
二
～
四
十
三
頁
。

⑭
　
李
宗
黄
前
掲
書
、
八
十
七
頁
。

⑳
　
「
開
平
選
挙
訴
訟
再
誌
」
『
香
港
華
字
臼
報
㎞
一
九
～
＝
年
九
月
二
日
。

⑯
　
邸
捷
「
清
末
民
初
地
方
政
府
与
社
会
控
制
i
以
広
州
地
区
為
例
的
個
案
研
究

　
…
」
　
噸
中
山
大
滑
宇
母
宇
報
　
（
社
会
科
学
版
）
㎞
　
二
〇
〇
一
な
や
第
山
門
…
期
、
　
γ
丑
十
頁
。

⑳
　
「
周
之
貞
接
順
導
師
局
」
隅
香
港
華
字
日
報
』
～
九
一
一
一
年
一
月
二
十
日
。

魎
　
「
項
聞
早
藤
」
『
国
華
報
』
一
九
二
一
年
七
月
二
十
五
日
。
「
順
徳
公
会
成
立
」

　
槻
香
港
華
字
日
報
㎞
　
～
九
一
コ
年
七
月
二
十
二
日
。

⑳
　
例
え
ば
、
慮
乃
滋
は
一
九
〇
九
（
皇
統
元
）
年
四
月
に
、
順
徳
県
の
県
城
大
良

　
で
順
城
自
治
研
究
社
を
設
立
し
副
社
長
に
就
任
し
て
い
る
（
拙
稿
二
〇
〇
七
年
前

　
掲
論
文
、
十
四
頁
）
。
龍
肇
塀
も
同
研
究
社
に
所
属
し
、
ま
た
大
盗
で
保
嬰
堂
・

　
来
蘇
院
と
い
っ
た
慈
善
組
織
を
設
立
し
て
い
る
（
拙
稿
二
〇
一
一
年
前
掲
論
文
A
、

　
＝
一
三
頁
）
。

⑳
門
順
徳
令
発
起
修
県
志
」
『
香
港
華
字
日
報
』
一
九
二
二
年
十
二
月
十
一
日
。

＠
　
濤
裸
煕
は
県
長
選
挙
で
周
之
貞
に
次
ぐ
得
票
数
を
獲
得
し
た
国
民
党
員
で
は
な

　
い
順
徳
県
の
地
域
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
（
「
寮
属
逓
信
　
無
徳
」
㎎
広
州
共
和
報
撫

　
一
九
ニ
ニ
年
八
月
二
十
六
日
。
「
三
傑
煕
一
身
二
約
」
魍
広
州
共
和
報
㎞
～
九
ニ
工

　
年
九
月
十
五
目
）
。
ま
た
、
議
長
選
挙
で
得
票
数
第
三
位
の
鑑
定
夷
も
ま
た
周
に

　
よ
っ
て
県
公
署
の
署
員
と
し
て
登
用
さ
れ
て
い
る
（
「
広
東
県
行
政
之
革
新
」
『
上

　
海
民
国
日
報
』
一
九
二
一
年
十
二
月
一
日
）
。

⑫
　
例
え
ば
、
呉
鉄
城
は
県
政
組
織
の
改
草
・
教
育
実
験
区
の
設
置
・
公
文
害
の
改

　
革
な
ど
に
取
り
組
ん
だ
（
呉
鉄
城
前
掲
書
、
一
＝
二
～
一
一
五
頁
）
。
ま
た
、
周

　
之
貞
は
城
壁
を
解
体
し
て
道
路
を
建
設
し
、
県
公
署
を
修
築
し
て
、
高
城
中
心
地

　
域
の
鳳
嶺
地
区
の
整
備
を
行
っ
た
（
薦
伯
秋
編
『
順
徳
風
朱
』
広
東
人
民
出
版
社
、

　
一
九
八
九
年
、
一
七
七
頁
）
。

⑬
　
鄭
蔭
南
は
漢
門
で
隠
居
、
そ
の
後
す
ぐ
に
死
去
（
羅
自
由
前
掲
書
、
四
十
二
～

　
四
十
三
頁
）
。

⑭
呉
鉄
城
前
掲
書
、
＝
　
買
。

⑮
　
公
罰
と
は
商
行
為
に
よ
っ
て
営
利
を
求
め
る
団
体
を
意
味
し
、
日
本
語
で
は
逼

　
常
に
会
社
と
翻
訳
さ
れ
る
。
確
か
に
、
こ
こ
で
の
公
司
は
同
族
か
ら
県
長
や
県
議

　
会
議
員
を
当
選
さ
せ
る
と
い
う
営
利
を
目
的
と
し
て
い
た
が
、
何
か
し
ら
の
商
売

　
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
選
挙
事
務
所
と
い
っ
た
意
味
合
い
と
し
て
考
え

　
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑯
　
「
民
選
知
事
之
前
途
」
『
香
港
華
字
日
報
』
一
九
二
一
年
五
月
二
十
四
日
。

⑰
　
簿
県
選
挙
之
競
争
□
」
『
香
港
華
字
日
報
』
　
一
九
一
＝
年
六
月
十
三
日
（
□
は
史

　
料
不
鮮
明
の
た
め
判
読
で
き
ず
）
。

⑱
団
器
亭
8
轟
≦
。
o
降
（
温
娩
芳
）
響
垂
雪
ミ
O
餐
起
§
職
§
ミ
の
9
賎
ミ
Q
§
や

　
N
踏
N
山
℃
へ
陣
↓
ぎ
9
紹
ミ
妹
、
ミ
映
§
こ
騨
謹
ミ
§
映
ミ
も
．
暁
薦
O
◎
§
2

　
0
Φ
霞
8
H
8
困
〇
三
霞
霧
Φ
ω
巳
象
㊦
ω
．
号
Φ
q
置
く
Φ
「
ω
閂
蔓
○
囲
ζ
ド
置
ぴ
q
撃
噂
一
㊤
c
。
鼻
”
O
P

　
認
一
ω
G
R
．

⑲
　
「
県
選
挙
之
競
争
□
扁
『
香
港
華
字
日
報
』
　
一
九
一
＝
年
六
月
十
三
日
。

⑩
｝
　
余
　
承
竺
学
修
・
桂
培
等
等
凹
（
民
国
）
二
心
平
目
ボ
子
心
』
巻
六
「
史
冊
一
一
」
　
一
九
一
二

　
冊
閣
潔
＋
、
　
五
曲
茱
裏
～
⊥
ハ
曲
榮
表
（
咽
巾
－
国
地
方
難
論
集
成
　
（
広
東
府
県
士
心
輯
）
』
　
筑
駕
二
十
五

　
愉
、
上
海
書
店
・
巴
蜀
書
社
・
江
蘇
古
畳
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
五
三
九
～
五

　
四
〇
頁
）
。
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第
二
章
　
郷
村
自
治
と
宗
族

第
［
節
　
陳
畑
明
の
郷
村
自
治
計
画

　
前
章
で
は
県
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
で
は
、
郷
村
レ
ベ
ル
で
は
、
ど
の
よ
う
な
地
方
自
治
政
策
が
計
画
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
郷
村

で
は
い
か
な
る
反
応
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
県
自
治
条
例
」
第
十
四
条
で
は
「
県
は
県
議
会
の
議
決
を
経
て
、
そ
の
権
限
の
一
部
を
自
治
区
に
委
託
し
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
あ
り
、
ま
た
、
第
十
九
条
で
は
「
県
議
会
議
員
は
同
時
に
県
公
署
職
員
及
び
県
内
の
区
自
治
職
員
を
兼
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
も
あ

　
　
　
　
①

る
こ
と
か
ら
、
省
公
署
は
「
区
自
治
」
の
計
画
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
行
政
単
位
と
し
て
の
「
区
」
は
、
清
末
広
東
で
は
、
県

と
そ
の
下
部
単
位
で
あ
る
「
爆
」
（
あ
る
い
は
「
都
」
）
と
の
中
間
に
設
け
ら
れ
、
地
方
自
治
を
実
施
す
る
た
め
の
調
査
や
、
警
察
・
団
防
設
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
単
位
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。

　
ま
た
、
実
際
に
省
議
会
で
も
「
区
自
治
扁
に
関
す
る
条
例
の
議
論
が
行
わ
れ
、
一
九
二
二
年
二
月
に
は
、
以
下
の
四
点
を
骨
子
と
す
る
「
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

自
治
条
例
」
が
起
草
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
翌
月
に
は
法
制
編
纂
委
員
会
で
条
文
の
作
成
が
開
始
さ
れ
た
。

　
①
各
県
を
い
く
つ
か
の
区
に
分
け
、
各
区
に
参
事
会
・
董
事
会
を
設
置
す
る
。

　
②
参
事
会
は
議
決
機
関
と
し
、
そ
の
会
員
は
二
十
名
、
人
民
に
よ
る
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
す
る
。

　
③
董
事
会
は
執
行
機
関
と
し
、
そ
の
会
員
は
七
名
、
参
事
会
会
員
よ
り
選
出
す
る
。

　
④
参
事
会
の
議
決
は
、
県
長
に
よ
っ
て
改
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
参
事
会
も
ま
た
前
議
を
固
持
し
て
館
長
の
命
令
を
受
け
な
く
て
も
よ
い
。
番
長
と

　
　
区
参
事
会
が
争
っ
た
場
合
に
は
、
省
長
が
裁
決
を
下
す
。

　
こ
の
四
点
は
清
末
の
地
方
自
治
政
策
の
中
で
布
告
さ
れ
た
「
城
濠
郷
地
方
自
治
章
程
」
を
強
く
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
問
章
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程
で
は
城
（
県
城
）
・
鎮
・
郷
ご
と
に
議
決
機
関
と
し
て
議
員
二
十
名
か
ら
な
る
議
事
会
と
、
執
行
機
関
で
あ
る
董
事
会
を
設
置
す
る
こ
と
が

規
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
知
県
（
県
長
に
相
当
）
に
は
議
事
会
を
監
督
す
る
義
務
が
あ
っ
た
が
、
議
事
会
を
解
散
さ
せ
る
権
利
は
総
督
・
巡
撫

　
　
　
⑥

に
あ
っ
た
。
辛
亥
革
命
以
降
の
地
方
自
治
政
策
で
も
同
章
程
が
援
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
「
区
自
治
条
例
」
も
同
章
程
を
基
盤

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
陳
燗
明
は
こ
の
時
期
、
郷
村
レ
ベ
ル
の
地
方
自
治
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
区
自
治
条
例
」
が
計

画
さ
れ
始
め
た
一
九
二
一
年
二
月
に
、
陳
列
明
は
英
字
紙
記
者
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
地
方
自
治
に
つ
い
て
「
中
国
の
各
郷
村
は
古

よ
り
共
和
制
を
実
行
し
て
お
り
、
各
郷
村
に
は
自
治
を
主
旨
と
し
な
い
も
の
は
な
い
。
今
日
、
申
国
の
自
治
は
、
ま
ず
郷
村
よ
り
施
行
し
て
順

次
拡
大
し
、
全
県
・
全
省
・
全
国
へ
と
拡
大
す
る
べ
き
で
あ
り
、
現
在
、
広
東
で
は
す
で
に
郷
村
の
上
に
区
を
設
置
す
る
政
策
を
実
行
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
陳
燗
明
の
言
う
共
和
制
と
は
、
中
国
（
す
く
な
く
と
も
広
東
）
の
郷
村
で
は
、
古
来
よ
り
宗
族
を
基
盤
と
し
た
自
治
的
活

動
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
こ
れ
を
利
用
し
て
「
区
自
治
」
を
計
画
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
陳
は
清
宋
の
広
東
論
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

局
議
員
を
務
め
た
際
に
「
簿
皇
城
鎮
郷
地
方
自
治
輸
血
」
を
提
議
し
て
、
郷
村
に
お
け
る
地
方
自
治
の
人
材
育
成
を
主
張
し
、
一
九
二
七
（
民

国
十
六
）
年
に
は
自
著
『
中
国
統
一
甥
議
』
の
中
で
「
馬
車
民
主
と
は
何
か
、
簡
単
に
言
え
ば
、
郷
を
連
ね
て
区
と
し
て
統
治
し
、
区
を
連
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
県
と
し
て
統
治
し
、
県
を
連
ね
て
省
と
し
て
統
治
し
、
省
を
連
ね
て
国
を
治
め
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
陳
忌
明
は

県
レ
ベ
ル
の
自
治
と
同
時
に
、
郷
村
レ
ベ
ル
の
自
治
の
必
要
性
を
認
識
し
、
そ
し
て
、
そ
の
基
盤
と
し
て
郷
村
に
お
け
る
伝
統
的
な
自
治
、
つ

ま
り
宗
族
活
動
を
意
識
し
て
い
た
。
そ
れ
は
陳
の
郷
村
統
治
政
策
か
ら
も
看
取
で
き
る
。
例
え
ば
、
一
九
二
一
年
三
月
、
陳
は
省
内
各
県
長
へ

向
け
て
賭
博
禁
止
の
命
令
を
発
す
る
。
そ
の
内
容
は
、
各
県
長
が
賭
博
禁
止
の
た
め
の
蒲
子
を
作
成
し
、
そ
れ
を
配
布
し
つ
つ
、
演
説
を
行
う

べ
し
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
郷
村
で
の
演
説
は
「
簡
保
」
と
「
族
長
」
が
共
同
で
行
い
、
も
し
「
地
響
」
が
い
な
い
場
合
に
は
「
族
長
」

が
全
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
「
族
長
」
も
い
な
い
場
合
は
、
当
局
が
「
指
定
し
た
該
姓
の
紳
士
」
を
充
て
る
こ
と
に
な
つ

　
　
⑨

て
い
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
郷
村
内
に
お
け
る
賭
博
禁
止
活
動
の
責
任
者
と
し
て
、
「
族
長
」
す
な
わ
ち
宗
族
の
代
表
者
を
指
名
し
て
い
る
こ
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と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
陳
燗
明
は
広
東
に
お
け
る
宗
族
を
基
盤
と
し
た
郷
村
構
造
を
認
識
し
、

し
て
宗
族
の
指
導
者
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
。

第
二
節
　
『
竹
秀
園
月
報
』
に
お
け
る
自
治
論

郷
村
自
治
を
含
む
郷
村
統
治
の
揚
い
手
と

　
陳
面
明
に
よ
る
郷
村
自
治
の
計
画
に
対
し
て
、
郷
村
で
は
若
年
者
に
よ
っ
て
自
治
の
必
要
性
を
主
張
し
た
り
、
実
際
に
自
治
会
を
計
画
・
組

織
し
た
り
す
る
動
き
が
見
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
主
に
香
山
県
竹
富
紅
血
を
と
り
あ
げ
、
同
郷
で
発
行
さ
れ
て
い
た
再
刊
雑
誌
『
香
山
良
都
竹
秀

園
月
報
』
（
以
下
、
『
竹
秀
園
月
報
臨
と
略
記
）
で
の
議
論
か
ら
、
郷
村
に
お
け
る
自
治
に
対
す
る
意
識
を
考
察
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
竹
島
思
郷
は
香
山
県
の
県
城
か
ら
南
へ
十
里
（
約
六
キ
ロ
）
の
と
こ
ろ
に
位
麗
し
、
明
朝
期
に
郭
壽
峯
な
る
人
物
が
県
内
の
茶
融
融
か
ら
遷

　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

居
し
、
長
子
藍
田
・
次
子
念
峯
と
と
も
に
、
同
郷
と
そ
の
周
辺
の
土
地
を
開
拓
し
、
後
に
「
郭
氏
庄
」
と
も
別
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
東
南
部
、
主
に
福
建
・
広
東
両
省
に
お
け
る
単
里
村
の
多
さ
は
、
二
〇
世
紀
半
ば
か
ら
多
く
の
研

　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

究
者
が
指
摘
し
て
き
た
。
岡
郷
内
に
は
郭
藍
田
・
二
念
峯
を
祀
る
祖
廟
を
は
じ
め
と
し
て
、
数
多
く
の
郭
姓
の
楓
廟
が
建
設
さ
れ
、
祖
先
祭
祀

や
行
事
が
行
わ
れ
た
り
、
一
九
二
三
（
民
国
十
二
）
年
、
奥
内
に
電
話
の
設
置
が
計
画
さ
れ
た
際
に
は
、
そ
の
経
費
が
郭
姓
の
共
有
財
産
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

る
積
善
堂
か
ら
捻
出
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
か
ら
も
、
同
郷
は
郭
姓
を
主
た
る
構
成
員
と
す
る
郷
村
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
さ
ら
に
、
一
九
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

一
年
九
月
に
実
施
さ
れ
た
香
山
県
県
議
会
議
員
選
挙
で
は
、
同
郷
か
ら
郭
乗
堅
・
郭
琳
裸
（
琳
裸
は
補
欠
当
選
）
が
当
選
し
て
お
り
、
郭
姓
に
よ

る
郷
村
内
に
お
け
る
宗
族
結
合
の
強
さ
が
う
か
が
え
る
。

　
一
九
二
〇
年
、
平
内
の
竹
富
豊
郷
立
高
等
小
学
校
の
校
友
に
よ
っ
て
『
竹
秀
園
月
報
睡
が
創
刊
さ
れ
る
。
高
民
川
氏
に
よ
れ
ば
、
香
山
県
で

は
　
九
二
〇
年
代
初
頭
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
か
け
て
、
郷
塁
の
情
報
を
海
外
に
居
住
す
る
同
郷
人
へ
発
信
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
四
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

種
ほ
ど
の
郷
刊
雑
誌
が
発
行
さ
れ
た
が
、
圃
竹
芝
園
月
報
蜘
は
そ
の
中
で
も
最
初
期
に
創
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
高
潔
は
噸
竹
秀

園
月
報
輪
の
特
徴
と
し
て
、
同
月
報
は
郷
紳
や
文
人
と
い
っ
た
伝
統
的
知
識
に
精
通
し
た
文
化
人
で
は
な
く
、
同
校
の
卒
業
生
で
あ
る
若
年
者
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⑳

に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
以
下
に
考
察
す
る
と
お
り
、
彼
ら
若
年
者
は
同
月
報
に
お
い
て
、
地
方
虜
治
の
必
要
性
や
そ
の
計

画
を
主
張
し
た
。
ま
ず
は
そ
の
主
張
か
ら
若
年
者
に
と
っ
て
の
自
治
が
、
い
か
な
る
論
理
に
依
拠
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
『
竹
秀
園
月
報
幅
第
二
期
に
掲
載
さ
れ
た
「
対
年
無
務
之
整
頓
談
」
は
、
「
一
介
の
書
生
」
と
名
乗
る
撲
な
る
人
物
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た

　
　
　
　
　
⑫

論
説
で
あ
る
が
、
彼
は
ま
ず
当
時
の
社
会
情
況
に
つ
い
て
、
政
治
改
革
が
進
展
せ
ず
、
軍
閥
に
よ
る
殺
鐵
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
社

会
の
混
乱
や
治
安
の
悪
化
が
改
善
さ
れ
ず
、
民
衆
の
道
徳
も
失
わ
れ
て
い
る
と
論
じ
る
。
次
に
、
そ
の
解
決
策
と
し
て
、
人
々
の
道
徳
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
、
郷
民
の
知
識
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
、
郷
務
を
整
理
し
自
治
を
実
行
す
る
こ
と
な
ど
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
、

彼
は
郷
村
に
お
い
て
自
治
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
県
営
を
安
定
さ
せ
、
自
治
を
省
か
ら
国
家
へ
拡
充
す
る
こ
と
で
社
会
秩
序
が
整
い
、
強
い

国
家
を
建
設
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
述
べ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
個
人
の
明
徳
か
ら
郷
村
の
自
治
へ
、
さ
ら
に
県
・
省
自
治
へ

と
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
家
の
安
泰
が
実
現
す
る
と
い
う
発
想
は
、
彼
自
身
も
「
身
を
修
め
た
後
に
家
が
斉
い
、
家
が
上
っ
た
後
に
国
が

治
ま
り
、
そ
の
後
天
下
が
平
ら
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
儒
教
の
経
典
で
あ
る
『
大
学
』
の
八
条
目
を
根
拠
に

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
家
が
斉
う
」
こ
と
と
、
郷
村
に
お
け
る
自
治
と
が
対
応
す
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
明
代
以
降
の
「
家
」
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

狭
い
意
味
で
の
個
別
家
族
を
指
す
よ
り
も
、
欄
別
家
族
を
包
括
す
る
血
縁
集
団
で
あ
る
宗
族
を
意
味
す
る
が
、
広
東
郷
村
に
お
け
る
宗
族
意
識

の
強
さ
を
考
慮
す
れ
ば
、
「
家
が
斉
う
」
こ
と
は
、
宗
族
に
よ
る
郷
村
自
治
の
実
行
と
同
義
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
前
述
の
陳
燗
明
が
宗
族
を
基

盤
と
し
た
自
治
的
な
活
動
を
利
用
し
て
「
区
自
治
」
を
実
施
し
、
自
治
を
全
県
・
全
省
・
全
国
へ
と
拡
大
す
べ
き
と
し
た
考
え
方
と
も
相
通
じ

よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
同
月
報
第
六
期
に
は
「
改
良
我
郷
計
画
談
」
と
題
し
た
論
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
説
も
、
強
い
国
家
を
建
設
す
る
た
め
に
は
、
必

ず
故
郷
の
改
善
か
ら
は
じ
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
同
じ
く
『
大
学
』
の
八
条
際
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
改
良
の
具
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

的
な
方
法
し
て
、
郷
村
内
に
自
治
社
や
学
校
、
警
察
や
民
団
（
自
衛
団
）
と
い
っ
た
組
織
や
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
自
治
社
を
郷

民
に
よ
る
郷
内
事
務
に
関
す
る
議
決
・
執
行
機
関
と
し
て
考
え
て
い
た
。
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こ
の
よ
う
に
宗
族
と
自
治
と
が
結
び
つ
き
、
自
治
団
体
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
、
「
家
族
自
治
会
」
と
い
う
名
称
で
、
清
末
の
自
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
二
一
年
九
月
に
斎
言
武
が
鶴
山
県
沙
坪
郷
で
設
立
し
た
呂
氏
家
族
自
治
会

風
潮
期
よ
り
民
国
初
年
に
か
け
て
複
数
の
事
例
が
見
ら
れ
た
。

も
、
そ
の
名
の
通
り
「
家
族
」
す
な
わ
ち
宗
族
と
自
治
が
結
び
つ
い
た
自
治
組
織
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
同
自
治
会
が
中
学
を
卒
業
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

族
人
に
対
し
、
宗
族
の
共
有
財
産
か
ら
奨
学
金
を
出
す
と
決
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
科
挙
の
停
止
以
後
、
宗
族
の
共
有
財
産
か
ら
奨
学
金
を
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
と
い
っ
た
内
容
が
宗
族
内
の
規
約
で
あ
る
族
規
に
加
わ
る
こ
と
は
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
自
治
会
で
行
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
自
治
を

宗
族
に
お
け
る
活
動
と
同
義
的
に
と
ら
え
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
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第
三
節
肖
衛
と
自
治

　
さ
て
、
竹
秀
園
郷
で
は
『
竹
秀
園
月
報
』
で
郷
村
改
革
論
が
掲
載
さ
れ
た
後
、
一
九
二
二
年
十
一
月
に
郷
村
内
の
自
衛
団
で
あ
る
「
聯
防
」

　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
組
織
す
る
。
こ
の
聯
防
組
織
は
、
上
述
の
改
革
論
に
も
挙
げ
ら
れ
て
い
た
民
団
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
「
本
郷
聯

防
章
程
」
の
末
尾
に
あ
る
聯
防
代
表
者
の
連
名
は
郷
長
郭
読
癖
以
下
、
全
て
郭
姓
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
同
章
程
は
、
自
衛
活
動
中
に
負
傷
し
た

場
合
の
治
療
費
や
自
衛
活
動
に
功
績
が
あ
っ
た
者
に
支
払
わ
れ
る
賞
金
は
各
祖
廟
が
負
担
す
る
と
規
定
さ
れ
た
り
、
見
知
ら
ぬ
人
物
に
郷
村
内

の
道
や
施
設
を
教
え
た
り
、
匪
賊
を
匿
っ
た
り
し
た
者
は
、
永
久
に
「
本
族
よ
り
」
追
放
す
る
と
定
め
る
な
ど
、
族
規
や
密
約
と
も
取
れ
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
⑫

う
な
内
容
で
あ
っ
た
。
同
時
期
の
広
東
郷
村
に
お
い
て
、
宗
族
が
民
団
（
聯
防
）
組
織
を
設
立
し
た
り
、
あ
る
い
は
同
族
に
よ
っ
て
郷
村
を
防

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

画
し
た
り
す
る
事
例
は
、
南
海
県
大
富
郷
の
謬
姓
に
よ
る
団
局
（
団
長
は
課
題
立
）
や
、
新
会
県
梅
江
郷
の
陳
姓
（
代
表
は
書
老
輩
伝
恩
）
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
⑭

匪
賊
と
の
交
戦
な
ど
、
他
県
で
も
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
後
述
す
る
が
、
新
会
県
濡
頭
郷
民
団
の
よ
う
に
、
幾
つ
か
の
同
族
連
合
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

民
団
が
設
立
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
民
団
と
自
治
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
一
九
一
五
年
か
ら
『
上
海
民
国
日
報
』
の
総
編
輯

を
務
め
た
葉
楚
槍
は
、
一
九
～
＝
年
に
約
四
ヶ
月
間
、
広
州
で
広
東
情
勢
を
取
材
し
、
同
報
で
い
く
つ
か
の
論
説
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
う
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ち
の
一
篇
に
民
団
と
思
郷
（
郷
村
に
潜
む
匪
賊
を
排
除
し
て
治
安
維
持
を
図
る
）
政
策
に
関
す
る
論
評
が
あ
り
、
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
各

郷
村
で
民
団
が
設
立
さ
れ
る
以
前
は
、
各
県
長
が
指
揮
す
る
警
備
隊
が
県
内
の
治
安
維
持
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
広
東
当
局
の

あ
ま
り
に
ず
さ
ん
な
政
策
に
よ
り
、
盗
賊
・
匪
賊
の
増
加
は
甚
だ
し
く
、
警
備
隊
で
は
社
会
治
安
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
さ
ら
に
主
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

署
に
は
警
備
隊
を
整
備
す
る
財
政
力
も
な
く
、
民
団
の
成
立
を
急
ぎ
促
す
べ
き
で
あ
る
。
同
様
の
論
調
は
、
当
時
の
他
の
新
聞
・
雑
誌
で
も
多

か
っ
た
。
竹
聖
業
郷
で
自
治
法
の
計
画
と
同
時
に
聯
防
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
も
、
郷
村
内
の
治
安
維
持
を
優
先
す
べ
き
背
景
が
あ
っ
た
た
め
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
香
山
県
で
は
象
遠
郷
・
長
洲
郷
・
大
興
坊
津
等
が
連
合
し
て
、
四
郷
自
治
会
を
設
立
し
た
が
、
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
、
同
地
域
の
予
防
組
織
で
あ
る
「
四
郷
総
局
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
民
団
の
設
立
は
、
匪
賊
・
盗
賊
へ
の
対
処
と
い
う
本
来
の
目
的
に
加

え
、
自
治
実
行
の
基
盤
と
な
る
組
織
、
あ
る
い
は
自
治
実
行
の
第
一
歩
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
掲
陽
県
で
一
九
二
一
年
三
月
中
掲
陽

自
治
促
進
会
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
は
既
述
し
た
が
、
同
県
で
は
同
年
五
月
五
日
号
、
県
内
各
地
で
設
立
さ
れ
た
郷
団
を
連
合
さ
せ
た
掲
陽
郷
里

が
成
立
す
る
。
同
県
県
長
は
そ
の
開
団
式
典
に
お
い
て
、
郷
団
の
成
立
は
窟
治
実
施
の
手
が
か
り
で
あ
り
、
郷
団
組
織
を
強
固
に
す
る
こ
と
は
、

自
治
の
能
力
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
っ
た
主
旨
の
演
説
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
年
十
二
月
、
南
海
県
で
は
、
各
郷
の
団
紳
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

六
親
で
聯
団
に
つ
い
て
の
会
議
を
行
い
、
南
海
蒲
団
を
設
立
し
た
が
、
「
南
海
部
全
属
団
聯
章
程
」
の
第
一
条
で
は
「
地
方
秩
序
を
維
持
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

臨
治
を
保
護
す
る
こ
と
を
主
旨
と
す
る
」
と
あ
り
、
岩
団
・
民
団
設
立
の
先
に
は
自
治
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
郷
村
防
衛
の
視
点
に
よ
る
自
治
の
必
要
性
は
、
前
章
第
一
節
で
と
り
あ
げ
た
順
徳
県
や
新
遠
洋
の
自
治
濡
雪
処
が
陳
燗
明
に
よ
る
郷
村
自
衛

の
通
達
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
よ
う
に
、
郷
民
が
故
郷
を
防
衛
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
清
來
期
か
ら
宗
族
の
代
表
者
で
も

あ
っ
た
地
域
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
自
治
組
織
の
設
立
に
宗
族
が
意
識
さ
れ
依
拠
さ
れ
て
き
た
経
験
と
、
こ
の
時
期
の
甚
だ
し
い
治
安
悪
化
に
お

　
＠

い
て
、
郷
村
統
治
と
し
て
の
自
治
と
郷
村
防
衛
と
し
て
の
民
団
と
が
不
可
分
な
関
係
に
あ
っ
た
と
し
て
も
特
に
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
れ
は
先

述
の
と
お
り
、
陳
畑
明
が
郷
村
統
治
の
担
い
手
と
し
て
「
族
長
」
や
「
該
姓
の
紳
士
」
と
い
っ
た
宗
族
の
代
表
者
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
か
ら

も
う
か
が
え
る
。
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以
上
、
本
章
の
議
論
を
ま
と
め
る
と
、
第
一
節
で
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
、
陳
燗
明
が
考
え
て
い
た
郷
村
レ
ベ
ル
の
地
方
自
治
は
、
広
菓
郷

村
社
会
の
特
徴
で
あ
る
宗
族
を
基
盤
と
し
た
伝
統
的
な
自
治
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
第
二
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
宗
族
を
基

盤
と
し
た
郷
村
で
は
「
家
が
斉
う
」
こ
と
の
「
家
」
と
郷
村
が
空
間
的
に
一
致
し
、
「
家
が
斉
う
」
こ
と
は
宗
族
結
合
を
維
持
発
展
す
る
こ
と

で
あ
り
、
自
治
と
同
義
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
陳
燗
明
の
意
図
す
る
郷
村
自
治
と
郷
村
で
求
め
ら
れ
て
い
た
自
治
と
は

概
ね
一
致
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
本
節
で
論
じ
た
郷
村
防
衛
の
た
め
の
聯
防
に
お
い
て
も
、
宗
族
を
基
礎
と
し
て
聯
防
を
設
立
し
た

郷
村
と
、
宗
族
の
指
導
者
を
代
表
と
す
る
陳
胴
明
の
政
策
と
の
閥
に
齪
酷
は
な
か
っ
た
。

①
李
宗
黄
前
掲
書
、
八
十
五
頁
。

②
例
え
ば
、
順
徳
県
で
は
～
入
八
四
（
光
緒
十
）
年
の
清
仏
戦
争
の
際
に
、
県
内

　
を
十
区
に
分
け
、
各
区
に
団
防
（
自
衛
団
）
を
設
置
し
た
。
こ
の
「
区
」
分
け
が

　
光
緒
末
期
の
地
方
自
治
区
域
を
計
颪
す
る
際
に
再
び
利
用
さ
れ
た
（
四
（
民
国
）
順

　
立
言
続
志
㎞
巻
一
「
輿
地
」
一
葉
表
鱗
中
国
語
方
志
集
成
（
広
東
府
県
志
輯
認

　
第
三
十
一
冊
、
上
海
書
店
・
巴
蜀
巨
霊
・
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
四

　
八
七
頁
〕
）
。
香
山
県
で
も
光
緒
末
期
の
地
方
自
治
実
施
の
過
程
に
お
い
て
、
官
紳

　
が
県
内
を
「
区
」
に
分
け
て
調
査
し
た
こ
と
が
発
端
で
あ
っ
た
（
契
民
国
）
香
山

　
県
志
続
編
』
巻
二
「
輿
地
」
一
葉
裏
〔
『
中
国
地
方
志
集
成
（
広
東
府
県
志
輯
二

　
第
三
十
二
冊
、
上
海
書
唐
・
薄
鼠
書
社
・
江
蘇
叢
濃
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
五

　
～
○
頁
〕
）
Q

③
「
広
東
区
自
治
条
例
巴
議
決
」
凹
上
海
民
國
日
報
㎞
一
九
二
二
年
二
月
二
十
四
日
。

④
「
会
議
区
自
治
条
例
」
『
広
州
共
和
報
㎞
一
九
二
二
年
三
月
十
四
日
。
牛
合
黄
の

　
記
録
及
び
薪
聞
報
道
を
見
る
限
り
、
隙
畑
明
政
権
下
で
は
「
区
自
治
条
例
」
公
布

　
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
李
宗
黄
前
掲
二
一
〇
八
～
一
〇
九
頁
）
。
し

　
か
し
、
王
鴻
鑑
・
黄
紹
声
両
氏
の
回
顧
的
文
章
に
よ
れ
ば
、
区
公
所
区
長
、
郷
鎮

　
公
所
導
燈
長
の
選
挙
も
実
施
さ
れ
た
と
の
一
文
は
あ
る
が
、
特
に
具
体
的
な
記
述

　
は
な
い
（
王
鴻
鑑
・
墨
描
声
「
陳
説
明
統
治
広
二
時
期
的
若
干
接
施
」
『
広
東
文

　
史
資
料
存
稿
選
編
』
第
二
巻
、
広
東
入
目
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
三
七
〇
頁

　
ハ
執
筆
は
一
九
六
五
年
〕
）
。

⑤
「
城
二
郷
地
方
自
治
章
程
」
故
宮
博
物
院
明
清
描
案
部
編
欄
清
末
簿
備
立
憲
楷

　
案
史
料
㎞
下
男
、
中
華
警
護
、
一
九
七
九
年
、
七
二
七
～
七
四
一
頁
。

⑥
「
西
報
訪
員
与
孫
陳
書
談
話
」
『
香
港
華
字
日
報
』
一
塾
＝
年
二
月
二
十
三
日
。

⑦
景
雲
章
・
悦
俊
明
編
『
陳
胴
明
集
』
上
巻
、
中
山
大
学
出
版
社
、
一
九
九
入
年
、

　
九
頁
。

⑧
陳
燗
明
㎎
中
国
統
一
甥
議
」
～
九
二
七
年
（
段
雲
章
前
掲
書
、
下
巻
、
九
九
三

　
～
九
九
四
頁
）
。

⑨
讐
陳
競
存
厳
串
各
県
賭
禁
」
噸
上
海
民
国
目
報
駄
一
九
二
｝
年
三
月
十
四
日
。

⑩
十
世
祖
、
誰
宗
周
、
字
師
敬
。
一
五
〇
二
（
弘
治
十
五
）
年
生
、
一
五
七
四

　
（
萬
暦
二
）
年
没
。

⑪
十
一
世
祖
、
誰
彩
、
字
惟
膚
。
一
五
三
〇
（
嘉
靖
九
）
年
生
、
＝
ハ
一
二
（
萬

　
暦
四
十
）
、
年
没
。

⑫
十
～
世
檀
、
誰
晟
、
字
雨
量
。
一
五
四
九
（
蝕
害
二
十
八
）
年
生
、
一
六
四
八

　
（
順
治
五
）
年
没
。

⑬
『
中
山
良
都
竹
秀
園
郭
氏
家
譜
㎞
五
分
巻
、
～
九
二
九
年
、
十
世
祖
欝
峯
公
・

　
十
～
世
祖
藍
田
公
、
十
　
世
祖
念
語
漏
の
項
（
同
書
は
頁
数
の
表
記
無
し
）
。
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⑭
「
氏
族
里
門
稿
」
中
山
県
文
献
委
員
会
『
中
山
文
献
』
創
刊
号
、
一
九
四
七
年

　
（
㎎
当
国
史
学
叢
嘗
㎞
初
篇
十
一
、
第
八
巻
噸
中
山
県
志
望
稿
㎞
台
湾
学
生
書
局
、

　
一
九
入
五
年
、
四
十
四
～
四
十
五
頁
）
。

⑮
仁
井
田
陞
欄
中
国
の
農
村
家
族
㎞
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二
年
。
閃
器
Φ
争

　
ヨ
壁
ζ
鋤
霞
［
o
ρ
卜
執
念
§
O
書
鳶
馬
鴛
欺
。
℃
こ
詰
⑦
o
ミ
ぎ
禽
慰
、
、
N
Q
ミ
§
〉
什
巴
呂
ρ

　
一
㊤
㎝
鉾
（
日
本
語
訳
一
モ
ー
リ
ス
膣
ブ
リ
…
ド
マ
ン
著
・
田
村
克
己
・
瀬
川
晶
久

　
訳
門
中
国
の
宗
族
と
社
会
㎞
弘
文
堂
、
一
九
八
七
年
）
。
ま
た
、
陳
翰
笙
氏
は
清

　
末
以
降
の
広
東
郷
村
社
会
を
、
通
常
は
一
村
一
姓
の
百
姓
村
で
あ
る
が
、
一
村
内

　
に
複
数
の
姓
が
居
住
す
る
場
合
で
も
、
同
姓
ご
と
に
村
内
の
一
角
に
集
住
し
他
姓

　
と
雑
居
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
す
る
（
陳
翰
笙
著
・
井
出
李
和
山
雲
『
南
支
那

　
農
業
問
題
の
研
究
孤
松
山
房
、
～
九
四
〇
年
、
五
十
八
頁
）
。

⑯
「
積
善
堂
選
挙
値
理
」
『
香
山
良
都
竹
秀
園
月
報
』
第
二
十
八
期
、
一
九
壬
二
年

　
一
月
。

⑰
前
掲
『
（
民
国
）
香
山
県
志
続
編
h
巻
三
「
氏
族
」
六
葉
表
（
五
一
九
頁
）
。

⑱
「
男
女
志
士
被
選
挙
議
員
」
『
香
山
首
都
竹
秀
園
月
報
』
第
十
二
期
、
一
九
二
一

　
年
九
月
。
同
郷
か
ら
の
当
選
者
は
、
こ
の
二
入
の
他
に
黄
壁
魂
が
当
選
し
て
い
る

　
が
、
こ
の
入
物
は
女
性
で
あ
り
、
必
ず
し
も
同
郷
内
に
郭
姓
以
外
の
宗
族
が
存
在

　
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。

⑲
竹
丘
園
郷
で
は
二
十
世
紀
初
頭
か
ら
海
外
へ
渡
る
者
が
現
わ
れ
た
と
い
う
。
一

　
九
二
〇
年
代
以
降
、
中
国
民
族
資
本
の
四
大
百
貨
店
の
一
つ
と
称
さ
れ
る
よ
う
に

　
な
っ
た
永
安
百
貨
公
司
（
香
港
と
上
海
で
開
業
）
の
創
設
者
で
あ
る
郭
官
楽
（
二

　
十
三
世
祖
、
通
名
楽
、
字
鶯
耀
、
号
甲
羅
。
一
八
四
七
〔
道
光
二
十
七
〕
年
生
、

　
　
九
五
六
年
没
）
と
郭
官
泉
（
二
十
三
世
祖
、
通
名
泉
、
字
鳳
輝
、
号
景
光
。
～

　
八
七
五
〔
光
緒
光
〕
年
生
、
一
九
六
六
年
没
）
は
同
郷
の
出
身
で
あ
る
（
高
民
川

　
「
竹
三
園
演
変
為
僑
郷
与
《
永
安
》
郭
氏
的
貢
献
」
『
中
山
僑
刊
』
第
七
十
三
期
、

　
二
〇
〇
七
年
。
王
遠
明
噸
風
起
伶
灯
洋
－
香
山
人
物
譜
㎞
広
東
人
民
出
版
社
、

　
二
〇
〇
六
一
牛
）
。

⑳
高
這
州
「
解
放
前
帯
郷
謹
製
報
知
多
少
（
一
）
・
（
二
）
」
槻
中
山
僑
刊
㎞
第
五
十

　
七
期
、
二
〇
〇
三
年
。
竹
芸
園
星
羅
高
等
小
学
校
の
創
立
時
期
は
不
明
だ
が
、
香

　
山
県
の
郷
村
レ
ベ
ル
の
小
学
校
は
一
九
〇
三
（
光
環
二
十
九
）
年
か
ら
一
九
〇
入

　
（
懸
緒
三
十
四
）
年
の
間
に
設
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
て
、
同
校
も
同
時
期

　
に
創
立
し
た
と
仮
定
す
る
と
、
一
九
二
〇
年
当
時
で
、
最
高
齢
の
同
校
卒
業
生
は

　
工
十
五
歳
か
ら
三
十
歳
と
思
わ
れ
る
（
前
掲
買
民
国
）
率
由
県
志
続
編
軌
巻
四

　
門
建
置
」
九
曲
莱
｛
曇
～
山
－
四
葉
蹴
概
〔
五
四
六
～
五
四
九
頁
〕
）
。

⑳
恐
ら
く
は
同
月
報
社
社
長
で
あ
る
郭
瑛
生
（
世
代
・
生
没
年
は
不
明
）
で
は
な

　
い
か
と
思
わ
れ
る
（
門
社
務
紀
聞
」
噸
香
山
良
都
竹
在
園
月
報
㎞
第
十
二
期
、
一
九

　
二
一
年
九
月
）
。

⑫
　
「
対
於
郷
務
之
整
頓
談
」
槻
香
山
良
都
竹
秀
園
月
報
魅
第
二
期
、
一
九
二
〇
年
十

　
一
月
。

⑳
　
井
上
徹
『
中
国
の
宗
族
と
国
家
の
礼
剃
－
宗
法
主
義
の
視
点
か
ら
の
分
析

　
－
早
智
文
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
十
七
頁
。

⑳
　
門
改
良
我
郷
計
画
談
」
『
香
山
良
都
竹
秀
園
月
報
』
第
六
期
、
一
九
一
＝
年
三
月
。

⑳
　
そ
の
他
の
施
設
と
し
て
幼
稚
園
・
閲
県
社
・
郷
報
・
図
書
館
・
博
物
院
・
郵
政

　
局
・
通
俗
演
講
団
・
医
院
・
養
老
院
・
公
園
・
道
路
修
築
・
潔
浄
局
・
街
灯
・
市

　
亭
・
鐘
楼
・
銀
行
・
冤
話
・
鯛
楼
・
工
場
・
農
場
を
列
挙
し
て
い
る
（
門
改
良
我

　
郷
計
画
談
」
噸
香
山
良
都
竹
秀
園
月
報
㎞
第
六
期
、
～
九
一
一
一
年
三
月
）
。

⑯
　
拙
稿
二
〇
〇
七
前
掲
目
星
文
、
十
五
～
十
六
頁
。
一
二
〇
一
〇
紬
剛
一
二
弥
㈱
文
、
　
一
一
二

　
八
～
二
二
九
頁
。

⑳
　
呂
嚢
武
は
清
末
民
初
期
に
鶴
山
県
で
活
躍
し
た
教
育
者
。
～
九
〇
九
年
に
沙
坪

　
郷
で
鋳
測
索
塾
を
開
く
（
徐
暁
星
「
民
国
時
期
鶴
山
的
教
育
改
革
」
㎎
炎
黄
天
地
短

　
二
〇
〇
〇
年
第
一
期
）
。

⑳
　
「
塾
外
新
聞
」
『
鋳
強
月
間
瞳
第
二
期
（
号
数
不
明
）
、
一
九
一
＝
年
九
月
。

⑳
多
賀
秋
五
郎
門
近
代
中
国
に
お
け
る
族
塾
の
性
格
」
『
近
代
中
国
研
究
㎞
第
四

　
輯
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
〇
年
、
二
三
四
～
二
三
六
頁
。
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⑳
郷
村
に
お
け
る
自
衛
団
は
保
衛
団
、
聯
防
、
民
団
あ
る
い
は
郷
団
と
名
称
は
さ

　
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
民
間
の
武
装
組
織
と
し
て
郷
村
を
防
衛
す
る
と
い
う
役
割
に

　
お
い
て
は
岡
じ
も
の
で
あ
る
（
蒲
豊
彦
「
～
九
二
〇
年
代
広
東
の
民
団
と
農
民
自

　
衛
軍
」
『
京
都
橘
女
子
大
学
研
究
紀
要
㎞
第
十
九
号
、
一
九
九
二
年
、
一
〇
七
頁
〉
。

⑳
　
「
改
良
我
郷
計
画
談
」
（
噸
香
山
良
都
竹
秀
園
月
報
国
難
六
期
、
一
九
二
｝
年
三

　
月
）
で
は
民
団
の
設
立
に
関
し
て
十
六
歳
以
上
、
五
十
歳
以
下
の
郷
民
が
民
団
に

　
参
加
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
な
ど
の
具
体
的
計
画
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
本

　
郷
聯
防
章
・
程
」
（
㎎
香
山
良
都
竹
田
園
月
報
憾
第
三
十
期
、
｝
九
二
三
年
三
月
）
で

　
は
そ
れ
と
岡
様
の
内
容
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
「
本
郷
聯
防
章
程
し
魍
香
山
良
都
竹
秀
園
月
報
協
議
三
十
期
、
一
九
二
三
年
三
月
。

⑳
　
「
南
属
大
富
三
局
被
劫
扁
薫
香
港
華
字
日
報
嚇
　
～
九
ニ
ニ
年
八
月
二
十
六
日
。
た

　
だ
大
富
団
局
で
は
、
郷
村
民
が
勇
兵
と
な
る
の
で
は
な
く
、
同
郷
に
避
屯
し
て
い

　
た
李
福
林
の
軍
隊
に
委
託
し
て
い
た
（
門
南
海
七
鐙
聯
団
之
続
聞
」
『
広
州
共
和

　
報
㎞
　
一
九
ニ
ニ
年
八
駐
留
十
四
日
）
。

⑭
　
「
各
属
通
信
　
新
会
扁
『
広
州
協
和
粗
漉
　
　
九
鼎
留
年
八
月
一
日
。

⑮
　
「
落
頭
郷
民
団
局
乗
出
告
扁
『
羊
城
覆
輪
　
～
九
型
延
年
一
月
十
八
日
。

⑳
　
「
四
個
月
裏
的
広
東
観
察
談
」
『
上
海
民
園
日
報
㎞
　
～
九
二
～
年
五
月
工
十
九
日
。

⑳
「
幸
町
四
郷
霊
媒
自
治
会
扁
㎎
香
山
良
都
竹
秀
園
月
報
睡
第
十
工
期
、
～
九
【
＝

　
年
九
月
。

⑳
　
込
潮
梅
各
属
自
治
之
初
基
扁
隅
上
海
民
國
日
報
㎞
　
｝
九
二
一
年
五
月
十
～
日
。

⑳
　
門
南
海
聯
団
会
議
甲
形
」
魍
香
港
華
字
日
報
㎞
　
一
九
二
～
年
十
二
月
十
三
日
。

⑳
　
門
南
海
県
需
辮
聯
団
章
程
」
『
羊
城
報
㎞
一
九
野
鴨
年
五
月
二
十
ケ
日
。
「
南
海

　
県
全
平
門
団
章
程
」
『
広
東
自
治
雑
誌
』
第
四
期
、
一
九
二
二
年
五
月
。

⑪
　
何
文
平
「
武
力
化
与
民
初
地
方
社
会
秩
序
一
一
九
二
〇
年
代
珠
江
三
角
地
区

　
軍
団
衝
突
之
分
析
一
」
『
社
会
科
学
研
究
睡
二
〇
＝
年
嵩
一
期
。

98 （588）

第
三
章
宗
族
内
の
対
立

第
【
節
老
若
の
対
立

　
広
東
郷
村
に
お
け
る
宗
族
を
基
盤
と
す
る
自
治
組
織
の
土
台
に
は
、
儒
教
的
な
祖
先
崇
拝
に
依
拠
し
た
同
族
集
団
内
の
階
層
構
造
、
つ
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

宗
族
の
基
本
原
理
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
族
内
の
紳
誉
や
書
老
と
呼
ば
れ
る
老
成
者
が
同
族
を
束
ね
、
族
内
の
風
紀
や
教
育
・
福
祉
だ
け

で
な
く
、
郷
内
・
県
内
の
様
々
な
慈
善
活
動
に
も
従
事
し
て
い
た
。
清
末
期
か
ら
一
貫
し
て
省
内
の
地
方
自
治
に
関
わ
っ
て
き
た
地
域
エ
リ
ー

ト
の
多
く
が
宗
族
の
代
表
者
で
あ
っ
た
所
以
は
こ
の
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
清
末
以
降
の
近
代
西
洋
思
想
の
流
入
、
さ
ら
に
一
九
一
〇
年
代
後

半
か
ら
の
薪
文
化
運
動
は
、
宗
族
と
い
う
伝
統
的
概
念
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
る
。
本
章
で
は
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
香
山
詰
番
秀
本
郷



一九二〇年代初頭の広東郷村社会（宮内）

に
お
け
る
地
方
自
治
論
が
、
同
郷
内
の
い
か
な
る
情
況
の
中
で
生
ま
れ
た
の
か
を
考
察
す
る
。

　
前
章
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
『
竹
秀
園
月
報
』
の
二
篇
の
論
説
、
と
り
わ
け
「
改
良
我
郷
計
画
談
」
で
は
、
郷
村
自
治
の
具
体
的
計
画
と
と

も
に
実
施
の
た
め
の
経
費
の
捻
出
方
法
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
郷
村
内
に
数
多
く
存
在
す
る
祖
廟
や
、
そ
の
祖
廟
で
行
わ
れ

る
各
種
の
神
事
で
あ
る
「
会
務
」
を
統
合
す
る
こ
と
に
よ
り
自
治
経
費
を
捻
出
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
当
時
の
同
郷
に
は
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

一
世
祖
の
郭
藍
田
・
念
峯
の
祖
廟
を
初
め
と
し
て
数
多
く
の
祖
廟
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祖
廟
で
は
秋
冬
二
回
の
祖
先
祭
祀
で
あ
る
「
嘗

蒸
」
が
行
わ
れ
て
い
た
。
論
説
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
祖
廟
を
統
合
し
、
新
た
に
合
族
祠
を
建
設
す
れ
ば
、
祖
先
祭
祀
の
回
数
を
減
ら
す
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
で
き
、
経
費
削
減
が
可
能
に
な
る
と
す
る
。
一
方
、
年
間
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
清
明
会
や
祭
祖
会
と
い
っ
た
会
務
に
つ
い
て
は
、
そ
も

そ
も
「
こ
ん
な
奇
妙
な
」
迷
信
に
年
間
十
万
か
ら
二
十
万
元
も
の
大
金
が
費
や
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
精
神
と
費
用
を
公
益
事
業
に
向
け
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
あ
る
と
し
、
会
務
を
春
と
秋
の
二
圓
に
ま
と
め
、
そ
れ
に
よ
り
浮
い
た
費
用
を
賢
母
経
費
に
充
当
で
き
る
と
主
張
す
る
。
祖
廟
の
統
合
に
関

し
て
は
、
自
治
経
費
の
捻
出
と
い
う
目
的
の
ほ
か
に
、
宗
族
形
態
に
関
わ
る
問
題
、
す
な
わ
ち
、
同
宗
異
々
（
同
宗
枯
枝
）
の
問
題
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

郷
務
や
祖
先
祭
祀
の
際
に
は
、
し
ば
し
ば
房
族
問
で
早
い
が
生
じ
、
時
に
は
闘
争
あ
る
い
は
訴
訟
に
ま
で
発
展
し
た
と
い
う
。
合
組
重
の
建
設

に
は
、
寸
秒
族
の
象
徴
で
あ
る
果
房
の
祖
廟
を
統
合
す
る
こ
と
に
よ
り
無
益
な
房
族
間
の
対
立
・
闘
争
・
訴
訟
を
解
消
す
る
と
い
う
意
図
も
あ

　
⑥つ

た
。
注
目
す
べ
き
は
若
年
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
地
方
自
治
の
計
画
が
、
宗
族
内
に
お
け
る
伝
統
の
改
革
を
通
じ
て
行
わ
れ
よ
う
と
し
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
背
景
に
は
、
「
民
主
」
と
「
科
学
」
に
基
づ
い
て
旧
来
の
弊
害
を
改
革
し
よ
う
と
し
た
新
文
化
運
動
の
影
響
が
あ
る
こ

と
は
疑
い
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
最
も
身
近
な
「
民
主
」
と
は
自
治
で
あ
り
、
自
治
の
実
現
の
た
め
に
非
「
科
学
」
的
な
迷
信
を
象
徴
す
る
多

種
多
様
な
祖
廟
や
祭
祀
を
統
廃
合
し
、
房
族
間
の
対
立
原
因
で
あ
る
伝
統
的
儒
教
に
基
づ
く
宗
族
の
改
革
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
こ
れ
に
対
し
て
同
郷
の
あ
る
「
異
能
」
は
、
同
月
鞍
上
で
「
郷
人
道
徳
堕
落
之
堪
憂
」
と
題
す
る
文
章
を
発
表
し
、
父
母
や
老
人
に
対
す
る

虐
待
の
事
例
を
挙
げ
て
、
若
年
者
が
新
文
化
運
動
の
潮
流
に
乗
り
「
孝
悌
の
義
」
・
「
倫
常
の
道
」
を
疎
か
に
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
さ

ら
に
、
村
俺
は
自
身
が
時
代
の
潮
流
に
逆
行
し
て
い
る
と
い
う
批
判
は
受
け
入
れ
る
が
、
「
名
教
の
罪
人
」
に
な
る
こ
と
だ
け
は
受
け
入
れ
ら
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⑧

れ
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
、
警
急
は
若
年
者
が
新
文
化
運
動
を
支
持
し
、
「
民
主
」
と
し
て
の
自
治
の
実
施
を
容
認
し
て
も
、
自
治
経
費
を
捻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

出
す
る
た
め
の
祖
廟
の
統
合
は
「
名
教
」
す
な
わ
ち
「
父
子
天
合
」
に
象
徴
さ
れ
る
家
族
道
徳
を
否
定
し
か
ね
な
い
問
題
で
あ
り
、
認
め
る
わ

け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
同
月
報
に
お
け
る
郷
村
自
治
の
主
張
は
宗
族
に
よ
る
自
治
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
村
蛯
ら
老
成

者
も
清
末
民
初
期
に
宗
族
の
代
表
者
と
し
て
地
方
自
治
に
参
加
し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
が
郷
村
自
治
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
た
と

は
考
え
難
い
。
し
か
し
、
家
族
道
徳
の
象
徴
で
あ
る
祖
廟
や
祖
先
祭
祀
を
統
廃
合
し
て
自
治
経
費
を
捻
出
す
る
こ
と
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ

た
。
以
上
か
ら
、
竹
秀
園
郷
に
お
け
る
宗
族
に
よ
る
郷
村
自
治
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
老
成
者
と
若
年
者
と
の
宗
族
に
対
す
る
考
え
方
の
違
い
の

上
に
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
～
九
二
一
年
春
、
異
姓
に
よ
る
警
世
村
で
あ
っ
た
新
会
県
外
海
郷
に
お
い
て
、
新
文
化
に
心
酔
し
た
少
年
が
同
族
の
少
女
と
結
婚
す
る
と
い

う
事
件
が
発
生
す
る
。
一
元
的
な
単
一
の
経
路
で
辿
ら
れ
る
父
系
出
自
の
保
持
を
原
則
と
す
る
宗
族
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
同
姓
結
婚
は
一
大
事

で
あ
っ
た
。
こ
の
「
淫
ら
な
行
為
」
が
明
る
み
に
な
る
と
族
内
の
紳
書
は
一
致
し
て
反
対
し
た
。
し
か
し
、
同
姓
結
婚
を
支
持
す
る
少
年
ら
は

紳
書
の
反
対
に
も
め
げ
ず
、
郷
内
に
人
を
派
遣
し
て
同
姓
結
婚
を
主
張
し
た
印
刷
物
を
配
布
し
た
り
、
大
通
り
に
掲
示
を
貼
り
出
し
た
り
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
、
ほ
と
ん
ど
効
果
は
無
く
、
次
々
と
剥
が
さ
れ
た
。
さ
ら
に
郷
内
の
多
数
の
子
弟
た
ち
も
こ
の
議
論
に
は
賛
成
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
結
局
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

少
年
は
紳
誉
に
よ
っ
て
郷
村
を
追
わ
れ
、
少
女
を
連
れ
て
広
州
津
塘
へ
移
り
住
ん
だ
。
少
年
の
主
張
は
ま
さ
に
を
岡
姓
不
婚
と
い
う
伝
統
に
対

す
る
挑
戦
で
あ
り
、
紳
書
と
少
年
と
の
宗
族
に
対
す
る
考
え
方
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
同
姓
結
婚
は
宗
族
の
根
幹
を
揺
る

が
し
か
ね
な
い
問
題
で
あ
り
、
郷
村
内
の
子
弟
か
ら
も
反
対
者
が
出
た
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
香
山
県
恒
美
郷
で
は
「
更
夫
（
夜
警
）
」
費
用
の
増
額
徴
収
を
め
ぐ
り
、
「
革
新
派
」
と
「
守
旧
派
」
と
の
対
立
が
起
き
た
が
、
興
味
深
い
こ

と
は
当
時
の
新
聞
が
「
革
新
派
」
を
開
明
的
な
考
え
を
も
っ
た
青
少
年
と
し
、
「
守
旧
派
」
を
年
配
の
頑
固
者
と
報
道
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

結
局
、
守
旧
派
が
主
導
権
を
握
っ
た
と
い
う
。

　
以
上
三
点
の
事
例
か
ら
、
一
九
二
〇
年
代
初
頭
の
広
東
郷
村
内
で
は
新
文
化
運
動
の
影
響
を
受
け
、
伝
統
の
改
革
を
求
め
る
若
年
者
（
青

100 （590）



年
・
少
年
）
と
宗
族
の
代
表
者
を
は
じ
め
、
伝
統
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
老
成
者
（
村
俺
・
冬
越
）
と
の
対
立
が
見
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
た
だ
、
前
章
第
二
節
で
も
考
察
し
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
郷
村
自
治
の
必
要
性
の
根
拠
と
し
て
畷
大
学
』
の
八
条
目
を
取
り
上
げ
て
お
り
、

あ
く
ま
で
自
治
費
用
の
捻
出
の
た
め
に
祖
廟
の
統
合
な
ど
宗
族
形
態
の
改
革
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
て
、
宗
族
自
体
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
先
述
の
同
姓
結
婚
の
事
例
で
も
、
多
く
の
子
弟
は
同
姓
結
婚
に
は
賛
成
し
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
宗
族
の
基
本
原
則
で
あ
る

父
系
出
自
の
保
持
は
、
当
然
、
受
け
継
ぐ
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
一
一
節
　
陳
畑
明
の
嘗
産
政
策
と
私
塾
政
策

一九二〇年代初頭の広東郷村社会（宮内）

　
前
節
で
は
一
九
二
〇
年
代
初
頭
の
広
東
郷
村
に
お
け
る
宗
族
内
の
世
代
間
対
立
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
で
は
、
地
方
自
治
政
策
を
推
進
す

る
立
場
に
あ
っ
た
陳
雲
客
は
こ
う
し
た
対
立
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
い
か
な
る
対
応
を
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
広
東
省
政
府
に

よ
る
宗
族
の
共
有
財
産
で
あ
る
「
嘗
産
」
政
策
と
私
塾
政
策
を
取
り
上
げ
て
考
察
す
る
。
こ
の
二
つ
の
政
策
は
一
見
す
る
と
地
方
自
治
政
策
と

は
関
係
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
宗
族
を
基
盤
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
広
東
郷
村
に
お
け
る
地
方
自
治
政
策
を
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
た

陳
燗
明
に
と
っ
て
、
若
年
者
あ
る
い
は
老
成
者
の
ど
ち
ら
に
地
方
自
治
の
主
導
権
を
握
ら
せ
る
の
か
を
郷
村
に
示
す
上
で
重
要
な
政
策
で
あ
っ

た
。
嘗
産
政
策
は
器
財
政
庁
長
の
馬
育
航
、
私
塾
政
策
は
広
州
市
教
育
局
長
の
許
崇
清
に
よ
る
発
案
で
、
い
ず
れ
も
陳
豊
明
自
身
に
よ
る
も
の

で
は
な
い
。
し
か
し
、
馬
・
許
と
も
陳
燗
明
の
招
聰
に
よ
り
着
任
し
て
お
り
、
陳
の
彼
ら
に
対
す
る
信
頼
度
は
高
か
っ
た
と
言
っ
て
良
い
。
こ

れ
を
確
認
す
る
た
め
に
、
以
下
に
馬
・
許
と
陳
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
馬
筆
管
は
一
八
八
三
（
光
緒
九
）
年
、
陳
燗
明
と
同
郷
の
海
豊
楽
に
生
ま
れ
た
。
彼
ら
は
で
幼
年
期
よ
り
と
も
に
政
治
運
動
を
し
て
き
た
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

柄
で
、
一
九
〇
〇
年
、
同
県
誤
報
郷
で
小
農
場
を
開
き
、
有
志
と
と
も
に
兵
学
を
研
究
し
た
。
一
九
〇
八
年
に
は
海
胆
地
方
自
治
会
を
設
立
、

翌
年
に
は
『
海
髪
自
治
報
』
を
創
刊
し
、
陳
が
主
筆
を
務
め
、
馬
も
執
筆
活
動
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
広
東
諮
議
局
議
員
選
挙
で
は
、
馬
が
陳
の

当
選
の
た
め
に
選
挙
活
動
に
奔
走
す
る
な
ど
、
馬
は
陳
の
地
方
窃
治
思
想
の
形
成
期
に
常
に
行
動
を
共
に
し
、
共
通
の
政
治
意
識
を
持
っ
た
グ
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⑮

ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
た
。
一
九
二
〇
年
十
一
月
、
陳
面
明
は
五
体
に
就
任
す
る
と
同
時
に
、
馬
素
航
を
汕
頭
市
政
局
長
・
慶
崖
民
政
長
に
任

　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

命
し
、
一
九
～
二
年
五
月
に
は
広
州
へ
呼
び
戻
し
、
省
財
政
庁
長
に
就
任
さ
せ
て
い
る
。

　
許
崇
清
は
一
八
八
八
（
光
緒
十
四
）
年
、
広
州
の
名
望
一
族
に
生
ま
れ
、
一
九
〇
五
（
光
緒
三
十
一
）
年
に
日
本
へ
留
学
、
第
七
高
等
学
校
か

ら
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
、
さ
ら
に
哲
学
・
社
会
学
・
教
育
学
を
専
門
に
同
大
学
院
へ
進
学
し
、
～
九
二
〇
年
、
三
十
二
歳
の
時
に
大
学
院
を

　
　
　
　
　
　
⑱

修
了
、
帰
国
す
る
。
同
年
十
一
月
、
陳
夜
明
に
請
わ
れ
て
広
東
省
教
育
委
員
会
及
び
広
州
市
教
育
局
長
に
就
任
す
る
。
陳
三
明
は
近
代
教
育
へ

　
　
　
　
⑲

の
関
心
か
ら
、
同
教
育
委
員
会
・
同
教
育
局
に
対
し
て
、
独
立
し
た
権
限
と
自
主
性
・
専
門
性
を
与
え
、
両
機
関
は
垂
耳
明
の
支
持
の
も
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

全
島
の
教
育
事
業
を
展
開
し
て
い
く
。
以
上
よ
り
、
陳
聰
明
と
馬
・
許
と
が
近
し
い
関
係
に
あ
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
馬
・
許
が
発
案
し
た
漏
電

政
策
と
私
塾
政
策
も
ま
た
陳
燗
明
の
意
向
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

　
次
に
嘗
産
政
策
と
私
塾
政
策
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

　
ま
ず
、
嘗
産
政
策
に
つ
い
て
言
え
ば
、
嘗
産
と
は
公
嘗
・
祖
嘗
な
ど
と
も
称
さ
れ
、
宗
族
内
の
祭
祀
や
神
事
、
各
種
公
益
・
慈
善
事
業
の
費

用
に
充
て
ら
れ
る
宗
族
の
共
有
財
産
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
実
際
に
は
、
生
員
・
挙
人
と
い
っ
た
科
挙
の
受
験
資
格
者
及
び
科
挙
及
第
者
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

科
挙
の
停
止
後
は
学
堂
の
卒
業
生
や
任
癖
者
が
特
権
的
に
逆
産
を
享
受
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
時
に
、
学
校
の
建
設
や
運
営
費
用
に

利
用
し
よ
う
と
提
案
す
る
者
が
現
わ
れ
て
も
、
す
で
に
嘗
産
を
享
受
し
て
い
る
者
が
妨
害
し
、
訴
訟
に
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
馬
育
航
は
こ
う
し
た
流
弊
を
正
す
べ
く
、
嘗
産
か
ら
廓
内
の
子
弟
の
学
費
援
助
費
用
を
計
上
す
る
よ
う
に
規
定
し
、
一
部
の
族
人
に
よ
る

嘗
産
の
独
占
を
禁
止
す
る
改
革
案
を
省
長
に
提
出
し
た
。
こ
の
改
革
案
は
、
馬
丁
航
の
郷
里
で
実
践
さ
れ
て
い
た
「
海
下
馬
氏
早
産
助
学
簡

章
」
を
法
令
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
提
案
は
陳
畑
明
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
、
一
九
二
一
年
五
月
、
広
東
省
公
署
・
広
州
市
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

府
・
汕
頭
市
市
政
庁
訓
令
と
し
て
発
布
さ
れ
た
。

　
伝
統
中
国
に
お
い
て
一
族
か
ら
科
挙
及
第
者
を
輩
出
す
る
こ
と
は
、
宗
族
の
繁
栄
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
土
地
を
購
入
す
る
経
済
力

や
地
域
社
会
に
お
け
る
影
響
力
を
獲
得
す
る
拠
り
所
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
科
挙
及
第
者
が
特
権
的
に
単
産
の
恩
恵
を
受
け
、
そ
れ
が
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辛
亥
革
命
後
も
継
承
さ
れ
た
こ
と
は
、
彼
ら
が
一
族
に
も
た
ら
す
利
益
を
考
え
れ
ば
、
～
定
の
意
義
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況

下
に
お
い
て
、
馬
育
航
の
嘗
産
政
策
は
、
嘗
産
の
受
益
者
、
つ
ま
り
宗
族
の
指
導
者
で
あ
っ
た
特
に
紳
書
と
呼
ば
れ
る
老
成
者
の
特
権
を
奪
う

こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
一
方
、
私
塾
政
策
は
、
～
九
一
〇
年
代
後
半
か
ら
～
九
二
〇
年
代
に
か
け
て
私
塾
改
良
の
動
き
が
全
国
的
に
強
ま
っ
て
い
く
中
で
、
科
挙
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

試
験
勉
強
で
あ
る
儒
教
の
経
典
や
八
股
文
形
式
の
作
文
に
重
き
を
置
い
た
私
塾
教
育
で
は
教
育
科
目
が
不
完
全
で
あ
る
た
め
、
「
巡
回
教
員
偏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
派
遣
し
て
、
教
育
内
容
の
指
導
と
改
善
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
政
策
は
、
広
州
市
内
か
ら
開
始
さ
れ
、
後
に
省
内
各
県
へ
拡
大

さ
れ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
鶴
山
県
で
は
、
一
九
二
二
年
三
月
に
県
教
育
局
が
私
塾
教
師
に
対
し
て
教
科
書
に
沿
っ
て
授
業
を
行
う
よ
う
に
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

令
す
る
と
と
も
に
、
各
課
師
に
県
教
育
局
で
教
師
登
録
を
さ
せ
、
県
教
育
局
の
検
査
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
そ
の
後
、
同
県
公
署

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

は
臨
時
小
学
教
育
養
成
所
を
設
置
し
、
各
塾
師
に
対
し
て
、
同
年
九
月
宋
ま
で
に
私
塾
を
解
散
し
養
成
所
で
講
習
を
受
け
る
よ
う
に
命
令
、
一

九
二
三
（
民
国
十
二
）
年
に
は
私
塾
を
一
律
廃
止
し
、
県
内
各
課
に
小
学
校
を
設
立
す
る
こ
と
を
布
告
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
郷
村
内
で
塾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

舎
を
閉
鎖
し
な
い
郷
長
・
書
老
を
厳
罰
に
処
す
る
と
し
た
。
こ
う
し
た
私
塾
政
策
に
よ
っ
て
伝
統
的
な
儒
教
的
知
識
を
教
授
す
る
場
が
失
わ
れ

て
い
っ
た
こ
と
は
、
誉
老
や
著
書
の
職
を
奪
う
こ
と
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
の
社
会
的
威
信
を
低
落
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

　
宗
族
を
基
盤
と
す
る
広
東
郷
村
に
お
け
る
教
育
は
、
同
族
か
ら
科
挙
及
第
者
を
輩
出
す
る
こ
と
が
主
な
目
的
と
さ
れ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ

の
経
費
は
宗
族
の
共
有
財
産
で
あ
る
嘗
産
か
ら
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
嘗
産
政
策
に
よ
り
、
嘗
産
の
使
用
目
的
は
、
族
人
子
弟
の
奨

学
金
に
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
私
塾
政
策
に
よ
っ
て
、
郷
村
に
公
教
育
が
導
入
さ
れ
、
教
育
内
容
も
伝
統
道
徳
や
儒
教
的
知
識
よ
り
も

近
代
的
知
識
が
重
視
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
宗
族
を
代
表
し
て
儒
教
的
知
識
を
教
授
し
て
い
た
紳
書
や
書
老
と
い
っ
た
老
成
者
は
、
そ
の
役

目
を
終
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
陳
姻
明
の
一
一
つ
の
政
策
は
、
い
ず
れ
も
近
代
的
教
育
を
推
進
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に

郷
村
内
に
お
け
る
老
成
者
の
郷
村
社
会
に
お
け
る
影
響
力
を
弱
め
る
意
図
が
あ
っ
た
か
は
断
言
で
き
な
い
。
し
か
し
、
伝
統
的
な
広
東
郷
村
に

お
け
る
教
育
は
宗
族
の
共
有
財
産
で
あ
る
嘗
産
を
資
本
と
し
て
、
宗
族
の
代
表
で
あ
る
老
成
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
海
豊
県
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の
宗
族
村
で
生
ま
れ
育
っ
た
陳
無
明
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
政
策
が
こ
れ
ま
で
の
郷
村
・
宗
族
に
お
け
る
指
導
者
の
地
位
や
権
威
の
退
潮
を
も
た

ら
す
効
用
が
あ
る
こ
と
は
十
分
に
予
想
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

①
紳
誉
と
は
清
末
の
科
挙
停
止
ま
で
に
科
挙
に
及
第
あ
る
い
は
董
試
に
合
格
し
た

　
紳
士
で
脅
老
、
す
な
わ
ち
老
成
な
人
物
を
指
す
。
㎎
竹
秀
醗
月
報
』
で
は
紳
誉
と

　
誉
老
と
の
二
つ
の
用
語
が
見
ら
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
老
成
者
と
総
称
す
る
。

②
そ
の
他
の
祖
廟
と
し
て
草
野
峯
が
竹
秀
園
郷
に
移
住
す
る
以
前
の
従
渓
（
七
世

　
祖
、
誹
禎
宇
。
～
四
　
四
ハ
永
楽
十
一
じ
年
生
、
一
四
八
九
〔
弘
治
二
〕
年
没
）
、

　
孔
祥
（
十
二
祖
世
、
藍
田
の
次
子
、
号
麗
所
。
～
五
五
五
ハ
嘉
靖
三
十
四
〕
年
生
、

　
一
六
〇
九
〔
天
暦
三
十
七
〕
年
没
）
、
孔
暢
（
十
二
絶
世
、
念
峯
の
長
子
、
緯
尚

　
仁
。
一
五
八
八
〔
萬
暦
十
六
〕
年
生
、
＝
ハ
一
七
〔
萬
暦
四
十
五
〕
年
没
）
、
孔

　
和
（
十
二
祖
世
、
念
峯
の
三
子
、
諦
尚
礼
、
号
秀
宇
。
一
五
九
八
〔
萬
暦
二
十

　
六
〕
年
生
、
一
六
六
三
〔
群
鳥
二
）
年
没
）
、
萬
春
（
十
二
組
世
、
念
峯
の
四
子
、

　
名
神
万
華
、
誰
ψ
華
客
。
　
一
六
〇
一
　
鶯
禺
暦
二
十
九
〕
年
生
、
　
一
六
七
六
ハ
晦
ゆ
配
…
十

　
五
〕
年
没
）
、
撚
亭
（
十
八
世
祖
、
名
星
野
、
誰
謙
徳
。
一
七
二
七
〔
雍
正
五
〕

　
年
生
、
一
七
九
五
〔
乾
隆
六
十
〕
書
棚
）
を
祀
る
祖
廟
が
あ
っ
た
（
前
掲
『
中
山

　
良
都
竹
秀
園
郭
氏
家
譜
』
）
。

③
そ
の
他
の
会
務
と
し
て
孟
蘭
勝
会
・
年
猪
会
・
土
地
会
・
潔
癖
会
・
華
光
会
・

　
天
后
会
・
天
酷
会
を
あ
げ
て
い
る
（
「
改
良
我
郷
計
画
談
」
『
香
山
良
都
竹
秀
園
月

　
報
㎞
出
田
ハ
期
酬
、
　
一
九
二
一
年
＝
一
月
）
。

④
門
改
良
我
郷
計
画
談
」
㎎
香
山
良
都
竹
秀
園
月
報
㎞
第
六
期
、
～
九
｝
＝
年
三
月
。

⑤
例
え
ば
、
新
会
落
頭
郷
の
趙
固
織
・
暴
君
勅
は
民
団
を
設
立
し
た
が
、
そ
の
開

　
団
式
典
で
趙
伸
螢
は
、
異
姓
あ
る
い
は
同
宗
異
学
に
よ
る
対
立
を
克
服
し
て
こ
そ

　
郷
村
の
自
衛
が
可
能
に
な
る
と
い
っ
た
内
容
の
演
説
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に

　
（
「
潜
頭
郷
民
団
局
之
怖
告
」
咽
羊
城
報
』
　
一
九
…
＝
一
年
一
月
十
八
日
）
、
宗
族
聞

　
あ
る
い
は
宗
族
内
の
門
房
」
間
の
対
立
が
民
団
設
立
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
た
。
こ

　
う
し
た
対
立
は
実
の
と
こ
ろ
清
末
期
か
ら
の
地
方
自
治
政
策
に
お
け
る
問
題
点
の

　
一
つ
で
あ
っ
た
（
拙
稿
二
〇
〇
七
年
前
掲
論
文
、
工
十
二
頁
）
。
例
え
ば
、
広
東

　
諮
円
匙
議
員
選
挙
の
選
挙
区
分
を
設
定
す
る
際
に
、
両
広
総
督
で
あ
っ
た
縄
入
駿

　
は
、
異
姓
聞
の
大
姓
と
小
姓
、
同
姓
聞
の
強
房
と
弱
一
房
を
考
慮
す
る
必
要
性
を
上

　
申
し
て
い
る
（
「
両
広
総
督
張
人
駿
奏
広
東
設
立
諮
議
上
製
辮
処
情
形
摺
」
故
宮

　
博
物
院
明
清
桜
案
部
編
前
掲
書
、
六
九
六
頁
）
。
民
国
初
年
に
は
、
宗
族
を
基
盤

　
と
す
る
自
治
団
体
内
に
お
い
て
も
、
そ
の
費
用
の
使
い
方
な
ど
を
め
ぐ
り
族
内
の

　
械
闘
に
ま
で
発
展
し
た
事
例
な
ど
も
見
ら
れ
た
（
拙
稿
二
〇
一
〇
年
前
掲
論
文
、

　
二
三
〇
頁
）
。
清
末
期
か
ら
の
広
東
に
お
け
る
地
方
自
治
の
特
徴
で
あ
っ
た
宗
族

　
結
合
は
、
一
方
で
そ
の
内
部
に
問
題
を
抱
え
て
い
た
。

⑥
　
「
改
良
我
郷
計
画
談
」
『
香
山
良
都
竹
秀
園
月
報
』
第
六
期
、
一
九
二
一
年
三
月
。

⑦
「
俺
」
は
成
年
男
性
を
指
す
が
、
こ
こ
で
は
自
治
論
を
主
張
し
た
若
年
者
と
対

　
比
さ
れ
て
お
り
、
年
齢
差
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て

　
い
る
「
団
七
」
と
は
先
述
の
紳
誉
や
書
起
と
い
っ
た
老
成
者
と
同
義
的
な
人
物
と

　
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

⑧
「
郷
入
道
徳
堕
落
之
堪
憂
」
『
香
山
良
都
竹
秀
園
月
報
㎏
第
十
四
期
、
一
働
＝

　
年
九
月
。

⑨
島
田
慶
次
氏
に
よ
れ
ば
、
朱
子
学
的
な
「
三
教
」
の
う
ち
、
中
国
に
お
い
て
問

　
題
に
な
る
の
は
、
家
族
道
徳
で
あ
り
、
民
国
「
五
四
」
時
期
の
い
わ
ゆ
る
儀
礼
教

　
（
反
名
教
）
闘
争
の
最
大
の
攻
撃
目
標
は
、
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
兄
弟
・
朋
友

　
の
五
倫
の
う
ち
、
父
子
、
す
な
わ
ち
広
く
い
っ
て
家
族
道
徳
を
中
核
と
す
る
も
の

　
で
あ
っ
た
と
す
る
（
島
田
慶
次
『
朱
子
学
と
陽
明
学
睡
岩
波
新
書
、
一
九
九
九
年
、

　
九
十
六
頁
〔
初
版
　
一
九
六
七
年
〕
）
。

⑩
薪
会
外
海
言
語
は
元
朝
初
期
に
広
東
按
撫
使
に
任
命
さ
れ
広
東
番
禺
に
家
を
成

　
し
た
熟
語
を
始
祖
と
し
、
三
世
太
安
が
弟
太
長
・
太
常
を
連
れ
て
同
郷
へ
遷
居
し
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た
こ
と
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
。
遷
居
当
時
に
は
外
海
郷
に
は
羅
・
許
・
梁
・
屈
な

　
ど
の
諸
姓
も
居
住
し
て
い
た
が
、
後
に
陳
姓
一
族
の
み
に
な
っ
た
と
い
う
。
明
清

　
期
に
は
数
多
く
の
科
挙
及
第
者
を
輩
出
し
財
力
・
科
名
と
も
に
県
内
首
位
を
誇
っ

　
た
。
清
末
期
の
地
方
志
に
は
、
人
口
約
一
万
人
と
あ
る
（
西
諸
喜
久
子
「
珠
江
デ

　
ル
タ
の
地
域
社
会
－
新
聖
訓
の
ば
あ
い
一
」
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
㎞
第

　
一
二
四
号
、
一
九
九
四
年
、
一
＝
一
九
～
二
三
一
頁
、
二
三
四
頁
。
諏
鍮
『
（
光
緒
）

　
新
会
郷
土
志
㎞
不
分
巻
「
氏
族
」
囎
東
編
訳
公
司
、
　
｝
九
〇
入
年
門
同
書
は
頁
数

　
の
表
記
無
し
〕
）
。

⑪
「
覚
有
同
姓
通
婚
之
狂
議
」
『
香
港
華
字
日
報
』
一
九
二
一
年
三
月
十
八
臼
。

⑫
門
同
姓
結
婚
之
怪
聞
」
『
香
港
華
字
日
報
㎞
一
塑
＝
年
四
月
十
三
日
。

⑬
「
新
旧
之
争
」
噸
香
山
良
都
竹
秀
園
月
報
㎞
第
六
期
、
一
九
二
一
年
三
月
。

⑭
陳
演
生
『
陳
競
存
先
生
年
譜
㎞
龍
門
書
店
、
～
九
五
〇
年
、
七
頁
。

⑮
　
闇
雲
章
・
悦
俊
明
『
陳
燗
明
』
広
東
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
十
～
二
～
十

　
九
頁
。

⑯
　
「
馬
背
航
委
充
油
頭
市
政
局
長
」
『
香
港
華
字
日
報
幽
一
九
一
＝
年
一
月
二
十
二

　
日
。
「
馬
育
航
之
治
瑳
崖
政
見
」
欄
上
海
民
国
日
報
㎞
　
一
九
二
一
年
二
月
十
四
日
。

⑰
「
馬
忠
霊
昨
日
就
任
財
庁
長
」
『
香
港
華
字
日
報
㎞
一
首
＝
年
五
月
十
二
日
。

⑱
広
州
市
越
秀
区
地
方
志
辮
公
室
編
『
広
州
高
笈
瀬
許
氏
家
族
』
広
州
人
民
出
版

　
社
、
　
一
九
九
二
年
、
六
十
四
～
六
十
五
頁
。

⑲
門
学
界
歓
迎
陳
総
司
令
補
記
」
魍
香
港
華
字
日
報
甑
一
九
二
〇
年
嵩
一
月
二
十
三

　
日
。

⑳
陳
目
明
は
広
東
省
教
育
委
員
会
の
設
立
に
先
立
ち
、
自
ら
門
訴
省
教
育
委
員
会

　
組
織
法
」
を
発
布
し
、
委
員
会
に
独
立
し
た
権
限
と
自
主
性
、
専
門
性
も
持
た
せ
、

　
委
員
長
に
陳
独
秀
を
招
聴
し
た
（
段
雲
章
・
視
紅
明
二
〇
〇
九
年
前
掲
書
、
二
八

　
二
頁
）
。

⑳
　
拙
稿
二
〇
｝
○
年
前
掲
論
文
、
エ
工
九
～
ニ
ニ
三
頁
。

⑫
　
「
訓
令
教
育
局
面
省
令
各
郷
工
面
産
霊
賢
婦
助
学
由
」
魍
広
州
齋
市
政
公
報
睡
第

　
十
三
号
、
一
九
二
一
年
五
月
二
十
三
日
。
門
市
長
王
訓
令
教
育
局
奉
送
長
令
将
各

　
郷
族
嘗
塵
皇
図
擬
助
召
文
」
噸
油
下
市
市
政
公
報
㎞
第
五
号
、
一
九
｝
＝
年
五
月

　
二
十
日
。

⑱
新
保
敦
子
「
中
華
民
国
時
期
に
お
け
る
近
代
学
制
の
地
方
浸
透
と
私
塾
一
江

　
蘇
省
を
め
ぐ
っ
て
一
」
挾
間
直
樹
編
『
中
国
国
民
草
命
の
研
究
㎞
京
都
大
学
人

　
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
二
年
、
五
八
六
頁
。

⑳
　
梁
松
生
「
清
末
民
初
広
州
西
関
私
塾
概
況
」
『
広
州
文
史
資
料
㎞
第
三
十
五
輯
、

　
一
九
八
六
年
、
一
五
五
頁
。

⑳
　
「
四
個
月
裏
的
広
東
観
察
談
（
五
）
偏
『
上
海
民
国
日
報
㎞
　
一
九
二
～
年
五
月
工

　
十
一
日
。
陳
姻
明
も
当
時
の
教
育
情
況
に
つ
い
て
、
そ
の
多
く
が
旧
来
の
教
育
内

　
容
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
幾
人
が
起
草
し
た
教
育
章
程
も
、
清
代

　
の
遺
物
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
う
し
た
旧
式
の
教
育
は
時
代
の
潮
流
に
逆
ら
つ

　
て
お
り
、
教
育
方
針
を
根
本
的
に
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た

　
（
「
学
界
歓
迎
逆
位
司
令
補
記
」
『
香
港
華
字
日
報
』
一
九
二
〇
年
十
　
月
二
十
三

　
日
）
。

⑳
　
「
輿
市
庁
改
良
私
塾
蝦
背
」
隅
上
海
民
国
日
報
㎞
一
九
二
～
年
五
月
十
三
日
。

⑳
　
「
校
外
新
聞
」
門
鋳
強
月
報
㎞
第
二
期
一
号
、
～
九
二
二
年
三
月
。

⑳
　
門
校
外
新
聞
」
魍
鋳
強
月
報
㎞
第
二
期
九
号
、
一
九
二
二
年
十
一
月
。

⑳
「
校
外
新
聞
偏
『
鋳
強
月
報
㎞
第
二
紳
士
　
号
、
一
九
二
三
年
一
月
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
、
第
二
次
広
東
軍
政
府
の
広
東
省
長
陳
糾
明
に
よ
る
地
方
自
治
政
策
が
郷
村
社
会
に
も
た
ら
し
た
影
響
を
検
証
し
、
～
九
二
〇
年

代
初
頭
の
広
東
郷
村
の
構
造
を
清
末
期
か
ら
動
態
的
に
考
察
し
た
。
結
果
、
以
下
の
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
第
一
に
、
陳
皮
明
の
県
終
年
政
策
に
と
も
な
い
、
地
方
自
治
の
準
備
や
促
進
を
目
的
と
し
た
自
治
組
織
が
生
ま
れ
た
が
、
こ
の
設
立
に
関
わ

っ
た
の
は
清
末
期
か
ら
地
方
蘭
治
に
関
心
を
持
ち
続
け
た
地
域
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
一
九
二
〇
年
代
初
頭
の
広
東

に
お
け
る
地
方
自
治
は
、
清
末
期
の
自
治
風
潮
の
延
長
線
上
に
展
開
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
県
自
治
政
策
の
根
幹
で
あ
っ
た
県
長
・
県

議
会
議
員
選
挙
で
は
、
県
内
の
有
力
宗
族
に
よ
る
選
挙
運
動
が
展
開
さ
れ
、
県
長
選
挙
で
は
豊
里
の
意
向
が
大
き
く
左
右
す
る
選
挙
制
度
の
た

め
に
革
命
運
動
の
功
労
者
が
当
選
し
た
が
、
県
議
会
議
員
選
挙
で
は
、
県
内
の
有
力
宗
族
の
指
導
者
で
あ
る
地
域
エ
リ
ー
ト
が
議
席
の
多
く
を

占
め
、
清
末
期
か
ら
一
貫
し
て
地
方
自
治
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
看
取
で
き
た
。

　
第
二
に
、
郷
村
レ
ベ
ル
の
地
方
自
治
で
は
、
陳
聖
明
に
よ
っ
て
「
区
自
治
」
が
計
画
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
意
識
さ
れ
た
の
は
、
宗
族
を
基
盤

と
し
た
伝
統
的
な
自
治
活
動
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
郷
村
で
も
若
年
者
が
地
方
自
治
論
を
展
開
し
た
り
、
あ
る
い
は
民
団
や
郷
団
と
い

っ
た
自
衛
組
織
を
基
盤
と
し
た
自
治
会
が
設
立
さ
れ
た
り
と
、
地
方
自
治
に
対
す
る
強
い
関
心
が
う
か
が
え
た
。
と
り
わ
け
、
地
方
自
治
論
で

は
、
自
治
を
実
施
す
る
べ
き
根
拠
と
し
て
『
大
学
』
の
八
条
閉
を
と
り
あ
げ
、
同
族
が
う
ま
く
ま
と
ま
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
宗
族
に
よ
る
伝
統

的
な
自
治
活
動
こ
そ
が
、
地
方
自
治
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
う
し
た
論
理
は
陳
澄
明
の
郷
村
自
治
に
対
す
る
意
識
と
一
致
し
て
い
た
。

　
第
三
と
し
て
、
郷
村
内
の
若
年
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
地
方
自
治
論
は
、
祖
廟
と
祭
祀
の
統
廃
合
に
よ
っ
て
自
治
経
費
を
捻
出
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
従
来
の
伝
統
的
な
宗
族
形
態
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
老
成
者
の
反
発
を
招
い
た
。
す
な
わ
ち
、
地
方
自
治
論
を
め
ぐ

る
宗
族
内
の
世
代
間
の
対
立
は
、
伝
統
的
な
宗
族
形
態
の
保
持
か
改
革
か
が
焦
点
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
中
、
陳
燗
明
が
打
ち
出
し
た

嘗
産
と
私
塾
の
政
策
は
、
そ
れ
ま
で
宗
族
内
で
老
成
者
が
享
受
し
て
い
た
利
益
や
、
儒
教
的
道
徳
・
知
識
を
教
授
す
る
場
を
失
わ
せ
、
彼
ら
の
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地
位
や
威
信
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に
若
年
者
の
地
方
自
治
論
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
陳
不
明
に
し
て
も
若
年
者

に
し
て
も
、
宗
族
自
体
を
否
定
し
た
り
廃
絶
し
た
り
す
る
意
志
は
な
く
、
彼
ら
は
宗
族
組
織
の
中
で
そ
の
組
織
の
改
革
を
主
張
し
た
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。

　
一
九
二
〇
年
代
初
頭
の
広
東
郷
村
社
会
は
、
宗
族
結
合
を
基
盤
と
し
た
伝
統
的
な
郷
村
構
造
の
中
で
、
新
文
化
運
動
と
い
う
近
代
的
な
社
会

風
潮
に
影
響
を
受
け
た
若
年
者
が
、
地
方
自
治
を
主
張
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
伝
統
の
改
革
を
唱
導
し
、
郷
村
社
会
の
変
化
を
予
期
さ
せ

る
情
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
状
況
下
に
お
い
て
、
陳
燗
明
は
宗
族
が
地
方
自
治
に
参
加
す
る
こ
と
を
容
認
し
、
広
東
郷
村
社
会
に
適
合
す
る
地
方

自
治
政
策
を
模
索
し
た
。
さ
ら
に
、
宗
族
と
い
う
枠
組
み
を
維
持
し
つ
つ
、
そ
の
改
革
を
通
じ
て
郷
村
自
治
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
若
年
者
の

主
張
は
、
陳
蓋
明
に
と
っ
て
十
分
有
効
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
陳
言
明
は
郷
村
に
お
け
る
教
育
改
革
を
通
じ
て
、
若
年
者
の
主
張
に
障
害
と
な
っ

て
い
た
こ
れ
ま
で
郷
村
の
指
導
者
で
あ
る
老
成
者
の
社
会
的
影
響
力
を
抑
え
、
若
年
者
の
後
ろ
盾
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一九二〇年代初頭の広東郷村社会（宮内）

［
付
記
］
　
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
片
山
剛
先
生
（
大
阪
大
学
大
学
院
教
授
）
・
宮
原
佳
昭
先
生
（
南
山
大
学
講
師
）
か
ら
貴
重
な
御
教
示
を
賜
っ
た
。
こ

　
　
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
奨
励
費
の
支
援
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
P
D
）
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priests　over　the　ShinshG　tradition　of　not　reveriRg　other　gods．

　　　Rural　Society　in　GuangdoRg　during　the　Early　1920s：　Chen

Jiongming’s　Local　Autonomy　Policy　in　Terms　of　Lineage　Groups

by

MIYAUCHI　Hajime

　　In　this　paper，　the　author　aRalyses　the　infiuence　of　the　local　autonomy

policies　of　Chen　Jiongming（陳悪評），　who　was　the　governor　of　Guangdong

province　in　the　Second　Guangdong　Military　Government（第二次広東軍政

府），on　rural　society　and　dlscusses　the　structure　of　rural　society　in

GuaRgdong　during　the　ear！y　192es．

　　Research　on　this　period　has　mostly　focused　on　the　opposing　political

opinions　of　Chen　and　Sun　Yatsen（孫中山），　known　as　the　Father　of　the

Nation（国父），　specifically，　the　fact　that　Chen　gave　priority　to　unifying

Guangdong　proviRce　over　national　ttnification，　while　Sun　gave　priority　to

national　unification　itselL　However，　the　author　avoids　these　broader　issues

and　tries　to　reveal　the　actual　conditioRs　in　Guangdong　rural　society　at　that

time　by　analysing　the　iRfluence　of　Chen’s　local　autonomy　policies　on　rural

society　and　the　iineage　groups（宗族）there．

　　In　section　one，　the　author　outlines　Cken’s　local　autonomy　policies　and

shows　that　under　his　influence，　people　initiated　new　autonomouS

organizations　with　the　aim　of　preparing　and　advaRcing　1ocal　autonomy．

InterestingiY，　the　local　elites，　who　had　been　concerned　with　local　autonomy

from　the　late　Qlng　period，　were　deeply　1nvolved　in　thejr　establlshment．　ln

this　sense，　the　development　of　local　autonomy　in　1920s　was　an　extension　of

the　treRd　toward　autonomy　begun　in　the　late　Qing．　Moreover，　dominant

lineage　groups　had　an　impact　on　the　election　of　the　county　governor（県長）

and　co囎ty　assemb至ymen（県議会議員），　who　played　essential　roles　ln　Iocal

autonomy，　through　thelr　participation　in　election　campaigns．　As　a　res戯of

an　electoral　system　in　which　the　views　of　the　provincial　governor　held　great

weight，　a　man　who　had　contrlbuted　to　the　Xinhai（辛亥）Revolution　was

elected　on　the　basis　of　the　governor’s　advocacy．　Nevertheless，　more
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assemblymen　were　elected　to　the　county　assembly　from　influential　lineage

groups，　and　this　demoRstrates　that　a　consistent　concern　with　local　autonomy

was　maintained　by　lineage　groups　from　the　late　Qing　onward．

　　In　section　two，　the　authoガfocuses　on　the　rural　movement　for　local

autonomy．　IR　vlew　of　the　traditiona｝　autonomy　movement　based　on　lineage

groups，　Chen　planned　for　rural－level　local　autonomy（区自治）．　At　that　tlme，

the　rural　youth　not　only　expanded　the　theory　of　local　autonomy，　but　also

established　an　autonomous　associatlon　based　on　self－defense（民団・割目）．

Through　these　activities，　we　can　see　their　strong　concern　with　local

autonomy．　ln　their　autonomism，　they　selected　eight　maxims　from　the　Great

Learniizg（大学＞that　they　coRsidered　as　the　ess的tial　f6undations　of

autonomy．　ln　other　words，　the　unity　of　the　lineage　group，　which　meant

traditional　activities　that　promoted　the　autonomy　of　the　lineages　group，　was

seen　as　equivalent　to　local　autonomy．

　　Section　three　gives　further　consideration　to　the　confiicting　opinions　of　the

young　and　the　old　regarding　autonomism　in　rural　society　and　also　Chen’s

opinion　on　the　conflict．　Rura｝　youth　insisted　on　integrating　or　abolishing

aBcestral　shrines　and　rituals　in　order　to　come　up　with　funds　for　local

autoRomy．　However，　this　position　was　opposed　by　rural　elders，　who

attempted　to　preserve　the　traditional　lineage　system．　ln　other　words，　the

generational　conflict　withln　the　lineage　group　was　caused　by　the　different

opiRions　regarding　the　form　of　the　lineage　group．　ln　this　circumstance，　Chen

worked　out　policies　on　the　lineage’s　common　property（興産）and　the

prlvate　schoo圭（私塾）as　part　of　educational　reformation．　The　former　was

designed　to　produce　educational　expenses，　while　the　latter　was　inteRded　to

modernize　traditional　education．　URder　the　influence　of　these　policies，　rural

elders　started　to　lose　their　advantages　aRd　their　positions　as　teachers　of

Confttcian　morals　and　knowledge．　Eventually，　they　lost　their　positions　and

prestige　and　had　to　accept　the　view　of　local　autonomism　advocated　by　the

youth．

　　The　yo慌h，　who　were　influenced　by　the　New　Culture　Movement（薪文化運

動），which　embodied　social　trends　for　modernization，　advocated　local

autonomy　in　rural　Guangdong　iR　the　early　1920s．　They　attempted　to　bring

about　changes　iB　the　tradltiona｝　rural　strueture　that　had　been　formed　by　the

lineage　groups．　ln　view　of　this，　Chen　allowed　the　iineage　groups　to　take　part

in　local　autonomy　and　groped　for　an　appropriate　policy　for　Guangdong　rural

society．　For　CheB，　the　opinions　of　rural　youth，　who　were　trying　to　practice

local　autonomy　while　keeping　the　lineage　group’s　＄tructure，　were　sufficiently
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effective．　Therefore，　Chen　attempted　to　suppore　the　position　of　the　youth　by

reforming　rural　educatioR　and　restraining　the　social　influence　of　the　old，　who

were　the　｝eaders　in　rural　society　and　who　might　interfere　in　the　eRdeavours

of　the　young．
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